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節
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節
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二
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ま
と
め
に
か
え
て

第
一
章

人
事
記
録
閲
覧
制
度
の
創
設
か
ら
「
防
御
椎
の
法
理
」

へ
の
展
開

人
事
記
録
閲
覧
制
度
は
、
一
九
O
五
年
四
月
二
二
日
の
財
政
法
律
第
六
五
条
(
以
下
、
「
一
九
O
五
年
法
六
五
条
」
)
で
創
設
さ
れ
た
。
同

(
1
)
 

条
制
定
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
第
三
共
和
制
期
の
主
要
な
事
件
の
一
つ
で
あ
る
「
カ

l
ド
事
件
(
で
即
時

P
5
色
町
田
山
岳
町
田
)
」
で
あ
る
。
こ
れ

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

は
陸
軍
士
宮
の
昇
進
が
政
治
的
意
見
や
宗
教
上
の
信
仰
に
左
右
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
密
告
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
て
い

た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
一
九
O
五
年
法
六
五
条
は
、
こ
の
よ
う
な
事
件
が
二
度
と
起
こ
ら
ぬ
よ
う
、
公
に
で
き
な
い
人
事
記
録
に
基
づ
く

人
事
管
理
の
予
防
を
狙
い
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
そ
も
そ
も
の
制
度
趣
旨
は
、
秘
密
人
事
行
政
の
予
防
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、
こ
の
制
度
を
告
知
弁
明
の
機
会
を
保
障
す
る
不
利
益
処
分
手
続
と
し
て
活
用
す
る
。
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
判
例
法
理
は
公
務
員
法
に
お

け
る
基
本
原
理
と
な
り
、
か
っ
、
そ
の
趣
旨
は
公
務
員
法
以
外
の
分
野
で
も
活
用
さ
れ
て
「
防
御
権
の
法
理
」
と
い
う
法
の
一
般
原
理
の
地

位
を
得
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
今
日
に
お
け
る
人
事
記
録
閲
覧
手
続
は
、
防
御
権
の
法
理
を
公
務
員
法
で
法
律
が
具
体
化
し
た
制
度
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
歴
史
的
に
は
、
防
御
権
の
法
理
が
法
の
一
般
原
理
と
し
て
成
立
す
る
以
前
か
ら
、
そ
の
趣
旨
を
公
務
員
法
で
先
取
り
し
た

(2) 

も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

本
章
で
は
、
以
上
の
経
過
を
詳
論
す
る
。
以
下
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
制
度
化
の
経
緯
を
見
た
後
(
第
一
節
)
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
と

北i去54(4・3)1099



説

防
御
権
の
法
理
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
判
例
に
言
及
す
る

(
第
二
節
)
。

北法54(4・4)1100 

号o.

H阿

(1)
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
石
原
司
「
急
進
派
と
そ
の
政
治
行
動
」
山
本
桂
一
一
編
『
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
の
研
究
』
(
有
信
堂
、
一
九
六
六
年
)

一二
O
頁、

W
・
シ
ヤ
イ
ラ
l
著
・
井
上
勇
訳
『
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
の
興
亡
』
(
東
京
創
元
社
、
一
九
七
一
年
)
七
七
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5
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き
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色
白
色

C
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R
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R
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n
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m
a
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U
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色
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〉
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】
喝
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司
一
凶
曲
目

y
h宇一

Z
n
z
:

(
2
)
「
は
じ
め
に
」
一

O
頁
参
照
。

第
一
節

人
事
記
録
閲
覧
制
度
の
創
設

本
節
で
は
、
ま
ず
、

カ
ー
ド
事
件
の
経
緯
と
国
会
に
お
け
る
一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
審
議
状
況
を
概
観
し
た
後
(
第
一
款
)
、
同
条
に

対
す
る
学
説
の
評
価
に
触
れ
、
同
条
の
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る

(
第
二
款
)
0

第
一
款

カ
ー
ド
事
件
と
一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
制
定
経
緯

カ
ー
ド
事
件
が
起
き
た
の
は
、
第
三
共
和
制
最
長
の
内
閣
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
右
翼
勢
力
の
抑
圧
や
政
教
分
離
な
ど
の
反
教
権
主
義
政
策

(
3
)
 

を
重
点
的
に
推
進
し
た
コ
ン
ブ
内
閣
の
時
代
で
あ
る
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
軍
、
と
く
に
そ
の
士
官
官
B
S
R
)
集
団
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世

の
統
治
以
来
、
反
共
和
主
義
的
、
カ
ト
リ
ッ
ク
至
上
主
義
の
伝
統
を
誇
り
、
第
三
共
和
制
下
に
あ
っ
て
も
反
共
和
・
教
権
主
義
勢
力
の
牙
城

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
軍
に
は
稀
有
の
反
教
権
的
将
軍
ア
ン
ド
レ
は
、
コ
ン
ブ
内
閣
の
陸
軍
大
臣
に
就
任
す
る
と
、
陸
軍
の
共
和
化
を
試



み
、
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
官
吏
の
刈
取
り
を
企
て
た
。
そ
の
た
め
に
上
級
士
官
の
状
況
を
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、

そ
の
情
報
収
集
手
段
が
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
軍
組
織
に
お
け
る
成
績
判
定
や
知
事
の
提
出
す
る
勤
務
評
定
を
信
用
せ
ず
、
政
治
的
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
の
台
頭
を
常
に
警
戒
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
フ
リ

l
メ
l
ソ
ン
の
協
力
を
得
て
、
そ
の
各
支
部
が
収
集
し
て
将
軍
に
密
告
し
た
情
報
を

(
4
)
 

利
用
し
た
の
で
あ
る
。
密
告
は
、
県
知
事
や
司
法
官
、
さ
ら
に
は
士
官
や
士
官
の
部
下
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ア
ン
ド
レ
将
軍
は
、
密
告
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
を
も
と
に
、
士
官
の
政
治
思
想
や
忠
誠
心
、
と
り
わ
け
そ
の
宗
教
的
態
度
を
評
価

し
、
ヵ

l
ド
で
分
類
す
る
。
教
会
に
あ
ま
り
通
わ
な
い
士
官
は
、
早
い
昇
進
と
有
利
な
配
属
が
予
定
さ
れ
る
士
宮
と
し
て
「
コ
リ
ン
ト
式
の

人
事
記
録
(
号

E
q
n
S
E
E
n
)」
に
、
ミ
サ
に
積
極
的
に
通
っ
た
り
、
妻
が
ミ
サ
に
通
う
こ
と
を
許
す
、
あ
る
い
は
、
息
子
に
初
聖
体
を

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

受
け
さ
せ
る
よ
う
な
教
会
支
持
者
や
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
る
士
官
は
、
輝
か
し
い
キ
ャ
リ
ア
が
予
定
さ
れ
な
い
士
官
と
し
て
「
カ
ル
タ
ゴ
式

(
5
)
 

人
事
記
録
(
号
邑

R
n
E
E
m凹
)
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
し
た
。
ヵ

l
ド
は
約
三

0
0
0
枚
に
及
び
、
そ
の
内
一
八

O
O
枚
が
フ
リ
l
メ
ン

(6) 

ソ
ン
の
手
に
よ
る
情
報
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
カ

l
ド
に
基
づ
き
、
政
治
的
意
見
や
宗
教
上
の
信
仰
を
隠
さ
れ
た
真
の
理
由

(
7
)
 

と
し
て
、
士
官
等
の
懲
戒
処
分
や
昇
進
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
九
O
四
年
一

O
月
二
八
日
、
ギ
ヨ
・
ド
・
ヴ
イ
ル
ヌ

l
ヴ
下
院
議
員
が
議
会
演
説
で
こ

(
8
)
 

ア
ン
ド
レ
将
軍
を
糾
弾
す
る
と
、
愛
国
的
将
校
を
卑
劣
な
手
段
で
虐
待
す
る
売
国
的
政
策
で
あ
る
と
し
て

(9) 

内
閣
を
追
及
す
る
声
が
議
場
を
圧
し
た
。
陸
軍
で
は
こ
の
七
年
前
に
著
名
な
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
が
起
き
て
お
り
、
そ
の
記
憶
も
覚
め
や
ら
ぬ

し
か
し
、

ア
ン
ド
レ
の
企
み
は
曝
露
さ
れ
る
。

の
カ

l
ド
の
一
枚
を
読
み
上
げ
、

時
期
に
起
こ
っ
た
こ
の
事
件
は
、
激
し
い
陸
軍
、
政
府
批
判
を
再
び
喚
起
す
る
。

コ
ン
ブ
内
閣
は
窮
地
に
陥
り
、

ア
ン
ド
レ
将
軍
は
一
一
月

」ヒit、54(4・5)1101 

一
五
日
に
陸
軍
大
臣
を
辞
任
、

ベ
ル
ト
l
下
院
議
員
が
そ
の
職
を
継
ぐ
。

左
翼
の
有
力
者
ジ
ョ
レ
ス
は
、
内
閣
倒
壊
を
憂
慮
し
|
|
最
終
的
に
は
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
コ
ン
ブ
内
閣
は
退
陣
を
余

(ω) 

儀
な
く
さ
れ
る
|
|
、
ア
ン
ド
レ
将
軍
の
政
策
を
擁
護
す
る
と
同
時
に
、

一
九

O
五
年
予
算
の
審
議
の
際
、
社
会
党
員
で
あ
る
サ
ム
パ
下



説

院
議
員
に
、
次
の
よ
う
な
一
九
O
五
年
財
政
法
律
付
加
条
項
を
提
案
さ
せ
る
。

(。zd弘
司
『
回
)

は
、
自
己
の
人
事
記
録
(
仏
虫
色
角
的
)
を
構
成
す
る
勤
務
評
定
書
(
ロ
O
門
町
田
)

(
日
)

の
す
べ
て
、
及
び
、
そ
の
他
の
文
書
を
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」

や
個
人
の
特
徴
を
示
す
カ

l
ド
(
『
n
z
-
2
jヒj去54(4・6)1102 

自命

「
あ
ら
ゆ
る
公
官
庁
の
あ
ら
ゆ
る
文
武
官
吏

(
F
Rき
E
g
g
2三
2

2

E
-
5
5日
)
及
び
雇
員
(
刊
百
円
u
Z
1間
)
並
び
に
労
務
員

己
関
白
色
A
X
E
Z町
田
)

全
公
務
員
に
自
己
の
人
事
記
録
を
閲
覧
す
る
権
利
を
承
認
す
る
こ
の
案
は
、
人
事
記
録
が
秘
密
の
う
ち
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
の
防
止
を
狙

い
と
し
て
い
た
。
サ
ム
パ
は
こ
の
法
案
を
提
出
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
演
説
す
る
。

「
こ
の
条
文
は
、
政
府
側
の
諸
権
利
を
留
保
し
つ
つ
、
正
義
の
観
念
に
適
っ
た
公
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
民

(ロ)

主
主
義
の
原
理
や
威
厳
に
も
即
し
、
議
会
が
ほ
ぼ
全
員
一
致
で
支
持
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
な
保
障
を
構
成
す
る
o
」

(
日
)

こ
の
サ
ム
パ
案
は
、
世
論
の
不
満
を
鎮
め
て
右
翼
の
攻
撃
を
か
わ
す
た
め
の
駆
け
引
き
に
過
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、

コ
ン
ブ
首

一
九
O
五
年
一
月
一
九
日
の
コ
ン
ブ
辞
任
を
受
け
て
首
相
に
就
任
し
た
ル

l
ヴ
イ
エ
も
、
内
閣
所
信
表
明

演
説
で
カ

l
ド
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
を
約
束
、
暗
に
で
は
あ
る
が
サ
ム
パ
案
を
支
持
し
た
。
同
案
の
審
議
は
一
旦
中
断
さ
れ
た
が
、
三
月
八
日
、

相
は
同
案
に
賛
成
し
、
さ
ら
に
、

再
び
下
院
に
付
さ
れ
る
。
こ
こ
で
サ
ム
パ
は
次
の
よ
う
に
演
説
し
た
。

「
私
の
案
は
、
(
中
略
)
わ
が
国
の
あ
ら
ゆ
る
行
政
実
務
の
重
要
な
基
盤
で
あ
る
「
公
正
と
品
位
の
一
般
原
則
」
に
基
づ
く
も
の
で



あ
る
。
官
吏
は
、
自
己
の
人
事
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
こ
と
を
調
べ
、
参
照
す
る
と
い
う
、
正
当
な
権
利
を
有
す
る

(
H
H
)
 

こ
と
に
な
る
。
」

陸
軍
以
外
の
省
庁
で
も
密
告
に
よ
る
情
報
に
基
づ
い
て
秘
密
人
事
記
録
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
参
照
し
た
人
事
上
の
諸
措
置
が
な
さ
れ
て

(
日
)

い
た
こ
と
が
二
月
に
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
一
一
一
月
八
日
、
下
院
は
特
に
議
論
す
る
こ
と
な
く
、
サ
ム
パ
案
を
一
九
O
五
年
財
政
法

(
M
m
)
 

律
六
五
条
と
し
て
可
決
す
る
。

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

(
げ
)

し
か
し
、
ジ
ェ

l
ズ
が
紀
律
と
階
層
の
擁
護
者
と
形
容
し
た
上
院
は
、
同
案
成
立
に
強
硬
に
反
対
す
る
。
上
院
も
カ

l
ド
事
件
の
よ
う

(
凶
)

な
事
態
を
二
度
と
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
を
望
む
点
で
は
下
院
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
機
会
を
制
限
す
る
こ
と
な
く
人
事
記
録
閲
覧
請
求
を
承

(ω) 

認
す
る
サ
ム
パ
案
で
は
、
行
政
の
能
率
的
運
営

(σg
同

O
R
C
S
5
5
2円
)
に
重
大
な
障
害
が
生
じ
る
と
し
、
六
五
条
可
決
に
全
面
的
に
反

対
し
た
。

た
と
え
ば
、
元
陸
軍
大
臣
ピ
ヨ

l
将
軍
は
、
サ
ム
パ
案
が
あ
ら
ゆ
る
公
行
政
に
無
政
府
状
態
を
、
軍
に
は
無
紀
律
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
と

(
初
)

し
、
実
行
不
可
能
か
つ
危
険
な
も
の
と
主
張
、
同
条
の
廃
案
を
提
案
し
た
。
セ
ブ
リ

l
ヌ
は
、
秘
密
文
書
こ
そ
が
行
政
に
と
っ
て
真
の
害
毒

で
あ
る
と
し
、
密
告
制
度
の
廃
止
に
は
賛
同
し
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
事
記
録
の
閲
覧
を
認
め
る
サ
ム
パ
案
で
は
階
層
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
と

(
幻
)

強
く
批
判
、
階
層
上
の
上
司
以
外
の
者
が
作
成
し
た
文
書
に
限
っ
て
閲
覧
を
認
め
る
よ
う
修
正
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
キ
ユ
ヴ
ル
ヴ
イ

l
ユ
海
軍
大
将
も
、
勤
務
評
定
は
秘
密
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
真
正
さ
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
閲
覧
は
海
軍
の
紀
律
の
す
べ
て
を
崩
閃

(
辺
)

壊
さ
せ
る
と
主
張
、
セ
ブ
リ

l
ヌ
案
を
支
持
し
た
。
そ
の
他
、
サ
ム
パ
案
に
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
現
存
す
る
人
事
記
録
を
す
の

(幻

)

4

べ
て
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
膨
大
な
労
力
と
時
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
、
反
対
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
町
山本

H

ル
l
ヴ
ィ
エ
首
相
は
、
サ
ム
パ
案
に
よ
っ
て
多
く
の
困
難
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
と
し
つ
つ
、
下
院
と
の
約
束
を
破
む



説

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
サ
ム
パ
案
の
廃
案
に
等
し
い
セ
ブ
リ
l
ヌ
案
は
受
け
入
れ
が
た
い
と
し
て
、
サ
ム
パ
案
の
可
決
を
求
め
た
。
し

か
し
、
上
院
は
、
サ
ム
パ
案
で
は
官
吏
に
無
制
限
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
さ
ら
に
、
六
五
条
が
遡
及
効
を
も
た
な
い
の

(M) 

で
あ
れ
ば
そ
の
旨
を
明
示
す
べ
き
と
主
張
、
サ
ム
パ
案
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
不
十
分
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

(
お
)

四
月
一
七
日
、
ほ
ほ
全
員
一
致
で
、
一
九
O
五
年
財
政
法
律
か
ら
六
五
条
を
削
除
す
る
こ
と
を
可
決
し
た
。

(
お
)

一
九
日
に
下
院
が
サ
ム
パ
案
を
追
認
し
た
た
め
、
翌
三

O
日
、
上
院
の
財
政
委
員
会
(
内
。
呂
包

S
E
E
R
K
a
)
は
、
人
事

ヨ也
開聞

四

し
か
し
、

記
録
閲
覧
の
機
会
を
不
利
益
処
分
の
前
に
制
限
す
る
次
の
よ
う
な
代
替
案
を
提
案
す
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
文
武
官
吏
は
、
事
前
に
閲
覧
で
き
、
か
っ
、
理
由
を
付
記
さ
れ
た
報
告
書
に
基
づ
い
て
の
み
、
懲
戒
処
分

(
S
E
E
-
m

(
幻
)

島
民
笠
宮
包
『
白
)
を
科
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
勤
続
年
数
(
雪

B
B
s
g
ニで
B
2
2
5
5
に
よ
る
昇
進
を
延
伸
さ
れ
る
。
」

(
お
)

ル
l
ヴ
ィ
エ
首
相
は
こ
の
代
替
案
を
可
決
す
る
よ
う
下
院
に
求
め
、
サ
ム
パ
は
反
対
し
た
が
、
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
日

(
鈎
)

に
上
院
が
こ
の
代
替
案
も
実
行
不
可
能
と
し
て
削
除
を
決
定
し
た
た
め
、
す
ぐ
に
ル
|
ヴ
ィ
エ
首
相
は
、
さ
ら
な
る
妥
協
案
を
ミ
リ
エ
・
ラ

ク
ロ
ワ
上
院
議
員
に
提
案
さ
せ
る
。

二
一
日
、「

あ
ら
ゆ
る
公
官
庁
の
あ
ら
ゆ
る
文
武
官
吏
及
び
雇
員
並
び
に
労
務
員
は
、
懲
戒
処
分
の
対
象
と
さ
れ
る
前
に
、
あ
る
い
は
、
勤
続

年
数
に
基
づ
く
昇
進
を
延
伸
さ
れ
る
前
に
、
勤
務
評
定
書
や
個
人
の
特
徴
を
示
す
カ

l
ド
の
す
べ
て
、
及
び
、
人
事
記
録
を
構
成
す

(
初
)

る
す
べ
て
の
文
書
の
、
個
人
的
か
つ
秘
密
の
閲
覧

(
S
E
E
S
-
g舌
ロ
宮
ロ
o
E
m
-
-
0
2
8
E母
Eo--n)
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
」

jヒ法54(4・8)1104 



こ
の
案
は
、
先
の
上
院
財
政
委
員
会
の
案
と
同
様
、
人
事
記
録
閲
覧
の
機
会
を
不
利
益
処
分
の
前
に
限
定
す
る
と
同
時
に
、
閲
覧
の
態
様

(
む
)

を
「
個
人
的
か
つ
秘
密
」
な
も
の
に
制
限
す
る
。
そ
の
狙
い
は
、
官
吏
団
体
等
に
よ
る
閲
覧
請
求
の
排
除
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

(
明
記
)

上
院
は
態
度
を
変
え
ず
、
こ
の
妥
協
案
の
削
除
を
議
決
す
る
。
予
算
案
は
再
び
下
院
に
戻
さ
れ
、
下
院
予
算
委
員
会
は
ミ
リ
エ
・
ラ
ク
ロ
ワ

案
を
一
部
修
正
し
た
う
え
で
|
|
閲
覧
請
求
が
許
さ
れ
る
処
分
に
職
権
転
任
(
忌
立
即
日

B四
三
円

E
B
B
)
を
追
加
ー
ー
ー
、
同
案
の
採
択
を

提
案
し
た
。
予
算
委
員
会
の
ボ

l
ダ
ン
一
般
報
告
官
会
呂
田
5
5
5
1忠
E)
は
、
下
院
で
の
提
案
に
あ
た
り
、
「
官
吏
に
よ
る
勤
務
評
定
書

閲
覧
の
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
は
望
む
が
、
能
率
的
行
政
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
人
事
記
録
閲
覧
を
、
単
な
る
要
求
に
基
づ
き
、
か

(
お
)

っ
、
い
か
な
る
時
に
も
認
め
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
サ
ム
パ
は
次
の
よ
う
に
演
説
す
る
。

フランスにおける公務員の不利援処分手続 (2) 

(
M
)
 

「
私
が
考
え
た
の
は
白
日
の
下
に
さ
ら
さ
れ
た
行
政
官
&
E
E∞
g
z
g
E
唱
自
己
』
O
己
『
)
で
あ
り
、
自
己
の
責
任
を
と
る
上
司
な
の

で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
他
人
の
上
司
た
る
こ
と
を
受
容
す
る
よ
う
な
人
々
は
、
単
に
知
的
な
資
質
や
職
業
上
の
知
識
を
有
す
る
の
み

な
ら
ず
、
し
っ
か
り
と
し
た
人
間
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
中
略
)
私
の
目
標
は
例
外
的
で
稀
に
し
か

許
さ
れ
な
い
人
事
記
録
閲
覧
で
は
な
い
。
自
動
的
で
自
発
的
な
閲
覧
で
あ
り
、
ま
た
、
日
常
的
で
自
発
的
な
公
正
の
実
践
で
あ
る
。

(
中
略
)
上
院
は
こ
の
よ
う
な
手
段
に
つ
い
て
我
々
に
同
調
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
賛
同
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
中

略
)
予
算
委
員
会
は
、
全
て
が
無
に
帰
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
明
ら
か
に
欠
陥
の
あ
る
条
文
を
甘
受
し
た
。
閲
覧
を
一
般
的
か
っ

普
遍
的
に
認
め
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
だ
け
義
務
的
と
し
た
。
私
は
こ
れ
を
第
一
段
階
と
し
て
し
か

(
お
)

み
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

北法54(4・9)1105 

下
院
は
予
算
委
員
会
が
提
案
し
た
代
替
案
を
可
決
し
、
二
一
日
の
夜
、
上
院
に
送
付
す
る
。
セ
ブ
リ
l
ヌ
は
、
「
下
院
が
可
決
し
た
条
文



説

(
お
)

は
わ
が
国
の
法
律
に
真
の
無
政
府
状
態
原
理
を
導
入
す
る
」
と
反
対
し
、
ピ
ヨ

l
も
同
調
し
た
が
、
う
ん
ざ
り
し
た
上
院
は
、
翌
二
一
一
日
、

(
幻
)

「
あ
ら
ゆ
る
公
官
庁
の
あ
ら
ゆ
る
文
武
官
吏
及
び
雇
員
並
び
に
労
務
員
は
、
懲
戒
処
分
も
し
く
は
職
権
転
任
の
対
象
と
さ
れ
る
前
に
、

あ
る
い
は
、
勤
続
年
数
に
よ
る
昇
進
を
延
伸
さ
れ
る
前
に
、
勤
務
評
定
書
や
個
人
の
特
徴
を
示
す
カ

l
ド
の
す
べ
て
、
及
び
、
人
事

(
お
)

記
録
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
文
書
の
、
個
人
的
か
つ
秘
密
の
閲
覧
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
o
」

北iよ54(4・10)1106 

つ
い
に
次
の
よ
う
な
一
九
O
五
年
財
政
法
律
六
五
条
を
可
決
し
た
。

論

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
成
立
し
た
一
九
O
五
年
法
六
五
条
は
、
当
初
の
サ
ム
パ
案
に
比
べ
、
人
事
記
録
閲
覧
の
機
会
を
著
し
く
限

(
ぬ
)

定
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
行
政
の
効
率
性
と
官
吏
の
利
益
保
護
と
の
聞
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
、
あ
る
い
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
歴
史
上
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て

五六
五
条
は
、
次
の
六
点
に
お
い
て
、

いヲゐ。

(ω) 

第
一
に
、
懲
戒
処
分
の
事
前
手
続
に
つ
き
当
時
の
官
吏
法
制
は
、
一
部
の
官
吏
職
員
群
に
懲
戒
審
議
会
(
向
。
虫
色
庁
舎
己
主
宮
)
に
よ

(
制
)

る
対
審
的
な
聴
聞
手
続
を
認
め
て
い
た
が
、
多
く
の
官
吏
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
手
続
も
保
障
し
て
い
な
か
っ
た
と
、
」
ろ
、
一
九

O
五
年
法

六
五
条
に
よ
っ
て
、
懲
戒
審
議
会
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
職
員
群
の
官
吏
に
も
、
人
事
記
録
閲
覧
と
い
う
懲
戒
手
続
が
導
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
こ
の
制
度
を
対
審
的
な
告
知
弁
明
手
続
と
し
て
活
用
し
た

結
果
、
六
五
条
は
、
一
九
世
紀
の
懲
戒
裁
判
制
度
に
端
を
発
し
、
懲
戒
審
議
会
制
度
で
促
進
さ
れ
た
懲
戒
制
度
の
裁
判
手
続
化

C
C
E
R
E

(
必
)

巴。ロ
BEg-舌
ロ
)
を
い
っ
そ
う
進
め
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
当
時
の
官
吏
身
分
規
程
の
内
容
は
、
懲
戒
制
度
に
限
ら
ず
、
官
吏
の
職
種
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
で
、
し
か
も
、
そ
の
法
形
式
は
ほ



フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

と
ん
ど
が
デ
ク
レ
で
あ
っ
た
。
六
五
条
は
、
当
時
に
お
い
て
、
官
吏
全
般
に
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
数
少
な
い
立
法
の
一
つ
で
あ
り
、
「
政

(
幻
)

府
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
身
分
保
障
」
か
ら
「
法
律
に
よ
る
身
分
保
障
」
へ
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

第
三
に
、
懲
戒
処
分
の
他
に
、
職
権
転
任
や
昇
進
延
伸
の
よ
う
な
、
わ
が
国
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
典
型
的
な
不
利
益
処
分
と
は
い
い
難

(
付
)

い
処
分
も
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ミ
リ
エ
・
ラ
ク
ロ
ワ
案
に
は
無
か
っ
た
職
権
転
任
が
最
終
的
に
人
事
記
録
閲
覧
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に

(
M
M
)
 

な
っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
処
分
権
者
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
濫
用
の
危
険
が
高
い
こ
と
か
ら
対
象
と
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一

(
M刊
)

九
O
五
年
法
六
五
条
は
、
そ
れ
ま
で
上
司
の
完
全
な
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
職
権
転
任
を
規
制
す
る
初
め
て
の
法
令
で
あ
る
。

(
円
引
)

第
四
に
、
ボ
ナ
l
ル
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
官
吏
の
地
位
が
政
争
の
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
風
潮
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
六

五
条
成
立
当
時
、
官
吏
を
政
治
的
情
実
か
ら
守
る
身
分
保
障
シ
ス
テ
ム
は
、
前
述
の
懲
戒
審
議
会
手
続
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
整
備
さ
れ
て
い

(
必
)

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
政
治
的
勤
務
評
定
の
予
防
を
趣
旨
と
す
る
人
事
記
録
閲
覧
手
続
を
制
度
化
し
た
六
五
条
は
、
身

(ω) 

分
保
障
シ
ス
テ
ム
の
萌
芽
的
存
在
の
一
つ
と
目
せ
ら
れ
る
。

第
五
に
、
そ
れ
ま
で
の
官
吏
勤
務
評
定
は
非
公
開
が
原
則
で
あ
っ
持
、
六
五
条
に
よ
っ
て
、
機
会
は
限
定
さ
れ
た
も
の
の
、
勤
務
評
定

の
内
容
が
開
示
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
六
年
以
降
の
官
吏
法
が
、
機
会
を
限
定
し
な
い
勤
務
評
定
閲
覧
制
度
を
導
入

(
日
)

す
る
が
(
現
行
官
吏
法
第

I
部
一
七
条
)
、
こ
れ
は
当
初
の
サ
ム
パ
案
の
制
度
化
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
ま
さ
に
サ
ム
パ
が
述

べ
た
よ
う
に
、
六
五
条
の
人
事
記
録
閲
覧
制
度
は
、
一
般
的
勤
務
評
定
開
示
の
制
度
化
に
向
け
た
第
一
段
階
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

(
位
)

る
。
さ
ら
に
視
点
を
行
政
法
全
般
に
拡
げ
れ
ば
、
人
事
記
録
閲
覧
制
度
は
、
一
九
七
八
年
の
文
書
公
開
法
等
、
行
政
の
透
明
性
確
保
を
目
的

(
日
)

と
す
る
諸
制
度
の
先
駆
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

jヒ1:1;54(4・1ll1l07

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

第
六
に
、
次
節
以
下
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、

一
九
O
五
年
法
六
五
条
を
不
利
益
処
分
の
前
の
告
知
弁
明
手
続
の

一
九
四
0
年
代
半
ば
以
降
、
公
務
員
法
以
外
の
行

根
拠
と
し
て
活
用
し
、
さ
ら
に
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
判
例
法
理
の
基
本
的
な
部
分
を
、



説

政
法
関
係
に
も
敷
桁
し
、
防
御
権
の
法
理
と
い
う
法
の
一
般
原
理
を
確
立
す
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
防
御
権
の
法
理
は
、

普
遍
的
な
広
が
り
を
持
つ
適
正
手
続
原
理
の
フ
ラ
ン
ス
版
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
の
一
つ
が
、
こ
の
一
九

O
五
年
法
六

(
日
)

五
条
な
の
で
あ
る
。

北法54(4・12)1108 

論

(
3
)
中
木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
上
』
(
未
来
社
、

(
4
)
回
EF--5・
8
P七

2・

(
5
)
n
F
8
5
(閉

山

-
y
u
g昨
邑
B
E
Z
E
R
m
bロ
骨
印
「
叶
・
戸
弓
刊
盆
二
玄
。
白
押
nE825PNOO--司
-g-

(
6
)
d
E
E
R
8・丘四二回

ya品
・
た
だ
し
、
テ
ユ
イ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
ド
の
質
は
必
ず
し
も
良
く
な
く
、
実
際
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
密
告
制
度
を
よ
り
熱
心
に
活
用
し
た
の
は
、
ア
ン
ド
レ
将
軍
よ
り
も
彼
の
官
房
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
と

も
い
わ
れ
る
。
策
略
家
で
あ
る
彼
ら
を
ア
ン
ド
レ
将
軍
は
う
ま
く
統
制
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、
彼
の
責
任
の
有
無
を
判
別
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
〈
・

E
a・
な
お
、
コ
ン
ブ
が
、
ヵ

i
ド
の
大
部
分
は
先
の
ワ
ル
デ
ッ
ク
H

ル
ソ

l
内
閣
時
代
に
集
め
ら
れ
た
も
の
と
主

張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
石
原
・
前
掲
二
一
一
頁
参
照
。

(
7
)
P
5・岳・
2
・
司
・
少
の
。
尽
き
も
-
Y
5
2
5
E
E
S
E
-同

国

nzz宮
音

色

3
2
E
Z
E
B
色
町
宮
内

S
R
5
3
z
E
A
R
-
E
η
3
E
Z
-
B
r
o
z
号

品
020『

-mm〈
・
邑
ヨ
・
岨

-3u-
匂
凶
唱
∞
た
だ
し
、
石
原
・
前
掲
一
一
.
一
頁
は
、
「
宗
教
上
の
理
由
や
そ
の
他
の
君
主
制
的
伝
統
に
よ
る
と
は
考
え
ら

れ
ぬ
理
由
で
退
役
さ
せ
ら
れ
た
将
校
も
多
く
、
こ
の
カ

l
ド
の
た
め
に
偏
頗
な
処
遇
が
非
共
和
主
義
的
将
校
に
加
え
ら
れ
た
と
は
必
ず
し
も
断

言
で
き
な
い
」
と
す
る
。

(8)
』・
0
・唱の
ZBσ
『
明
色

g
a守
口
同
和
田
曲
目
宮
田
円

m
a
E
M∞
o
n
g
σ
8
3
0弁
明
M

・
MM凶
M
m
Z
:
な
お
、
石
原
・
前
掲
一
一
一

O
頁
で
は
、
国
家
主
義
者
で
あ
る
シ
!
ヴ

ト
ン
が
下
院
で
の
陸
軍
大
臣
に
対
す
る
質
問
の
形
で
こ
の
事
件
を
暴
露
し
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
中
木
・
前
掲
書
三
一
一
一
頁
以
下
、
シ
ヤ
イ
ラ
l
・
前
掲
書
四
六
頁
以
下
等
参
照
。

(
叩
)
そ
の
間
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
石
原
・
前
掲
一
二

O
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
叶

Fg-Eopo司・
2
了
間

yhaa

(ロ
)
-
v
E・

一
九
七
五
年
)
三
四
O
頁。



フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

(
日
)
ま
色
・
ジ
ヨ
レ
ス
が
サ
ム
パ
に
財
政
法
律
付
加
条
項
を
提
案
さ
せ
た
目
的
に
つ
い
て
は
、
〈
-
F
g
8
5
(
∞・
)
-
r
g
-「
(
Z・)
2
2
3
(
切・)唱

C

5
5
E・3
2
a
ヨロ
E
E江
戸
田
M
-
C
戸
田
唱
∞
叶
(
こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
兼
子
仁
『
行
政
手
続
法
』
(
岩
波
新
書
、
一
九
九
四
年
)
一
九
二
頁
以

下
参
照
)
咽
唱
・

5
・
u
・
3
8・
H〈@唱・

5
ム

-no--M-SEa-
ま
た
、
サ
ム
パ
案
の
内
容
は
、
官
吏
団
体
|
|
と
り
わ
け
教
員
や
郵
便
局
員
な
ど
の
下

級
官
吏
の
団
体
l
l
B
の
古
く
か
ら
の
要
求
に
沿
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
サ
ム
パ
は
政
治
的
利
益
を
見
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
官

吏
団
体
は
、
一
九
世
紀
半
、
ば
以
来
、
政
治
的
勤
務
評
定
が
官
吏
の
キ
ャ
リ
ア
を
侵
害
し
て
い
る
と
批
判
し
、
勤
務
評
定
に
反
対
意
見
を
記
載
で

き
る
こ
と
、
勤
務
評
定
が
明
確
な
調
査
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
数
字
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
等
を
求
め
て
い
た
。
当
時
、
こ
の
要
求
を
容

れ
て
秘
密
勤
務
評
定
を
廃
止
し
た
り
(
一
八
九
二
年
に
公
教
育
省
)
、
勤
務
評
定
の
閲
覧
を
認
め
る
省
庁
も
あ
り
(
一
九
O
三
年
郵
政
省
、
公
土

木
工
事
省
)
、
こ
れ
ら
の
先
例
も
サ
ム
パ
案
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
〈
・
4
百
三
-2・
岳

-SJ
司
-
a
a
m
Z
:

(HH)
】・

9
・
nzsσ
『向島町出品。勺
E
F田
g
ロ
nm
告
∞

B
B
3
3
8
-
勺・ご

2
・d

t

・∞・・

3
0∞ゆ同
M

・
E
・司・

(
日
)
た
と
え
ば
、
土
木
局

(
E
E
Z占
ヤ

2

2∞
母
国
)
に
お
い
て
。
〈

U
S『
予
告
・
2
四

二

日

y
u咽叶
F
Z
E
R
O勺
-n-F岨勺
-
a申・

(凶)』・

0
・
・
の
吉
田
σ
5
a
g
a
e
E
F
8
8
2
告
∞

B
Rこ
唱
(
}
凶
喝
四
戸
ご

C凶‘

(
口
)
お
お
(
。
-
Y
2
2
2
込
町
宮
コ
名
目
色
町
z
n
p
m・
o-
司ゆ}喧
C
A
w
-

℃・品品目∞・

(時

)
u
s
q・0
℃

-af司
-a

(悶

)
n
c
g
g
p
o唱・

2
七・凶
3
e

(却)』・
0
・岨∞か
E
F
目SEnm
コ
円
吉
田
三
・

354-v
∞
3
・

(幻
)
g
H
P
-
u
∞斗一

(
幻
)
号
広
・

(幻

)
E
P
司
・
∞
司
〈
-
d冨
--22・
8
・
2Fe
唱
念
一

(剖)』・

0
・・∞官同
F
&
s
n
m
コ

ιE
白〈『・}唱。少
-u

∞
3
・

(お
)
g
E
-
℃・∞豆・

(お)』・

9
・【
U
E
S
F『町内田
g
a
hも
E
F
m
gロ
g
E
-
唱曲〈『・

30ue
℃

-2J可・

(
幻
)
』
・
0
・
・
∞
雪
印
T

間宮口町四円】
E
N
C
2『・
3cue-】・唱。凶・

(お)』・
0
・λリ

EBσ
円。♀白山門
H
8
5
F
目。
g
n
n仏
EN-
戸〈『・

3
2・
官
・
一
色
品
開
門
出

北it54(4・13)1109 



説論

(
却
)
同
・
。
・
・
忠
E
F
日2
5
0
E
N
-
g『・
30p-u・凶
3
・

(却)』・

9
・
95Bσ
円四【同開国色
e
E
F
8
g
g
E
M
H
H
H
2・
sou--u・
志
士
内
向
日
:

(訂

)
S
E
E
R
-
8・
nF了
間
回
・
左

M-

(詑)』・

0
・・忠
E
F
出
合
同
町
四
含

M
Z
2・
3
8・
司
唱
呂
町
内
田
:

(お

)
h・
。
・
。
EEσ
お
仏
g
aな
E
F
忠
告
8
a
E
N
-
N
2『-。。凶・唱
-MC2
・

(
剖
)
こ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
「
ま
と
め
に
か
え
て
」
参
照
。

(お)』・

0
・・の
EBσ
円相色
g
ι
8
5
F
田宮口
n
E
Z
N
}
担当・

3
8
4
℃
-MOヨ・

(
お
)
叶
V
E
E
R
-
8・
S-七・ム
8
・

(
幻
)
「
は
と
め
に
」
七
頁
で
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
丈
武
官
吏
、
あ
ら
ゆ
る
公
官
庁
の
あ
ら
ゆ
る
雇
員
及
び
労
務
員
」
と
訳
出
し
て
い
た
が
、
変
更
す
る
。

(お)』・

9
・
∞
宮
包
咽
田
宮
口
円
相
官

N
-
2司・
3
2・同
Y
E
g
g
目
:
な
お
、
テ
ユ
イ
リ
エ
に
よ
る
と
、
一
九
四
六
年
官
吏
法
制
定
以
前
に
も
、
一
部
の
職
員

群
で
は
一
般
的
な
勤
務
評
定
書
閲
覧
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
官
吏
に
つ
い
て
は
、
一
九
O
五
年
法
六
五
条
で
閲

覧
の
機
会
が
限
定
さ
れ
た
た
め
、
政
治
的
勤
務
評
定
や
秘
密
の
勤
務
評
定
が
残
存
し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
ま

で
、
官
吏
団
体
は
、
毎
年
の
自
動
的
な
閲
覧
を
要
求
す
る
運
動
を
継
続
的
に
行
な
っ
て
い
る
o
吋

4
E
C
E
-
-
R
-
岳・

2
・
・
℃
怠
品
開
2
・

(却

)
Q
E
g
F
8・
aF-
唱・

3
∞・

(
刊
)
職
員
群
概
念
の
意
味
と
用
法
に
つ
い
て
は
、
序
章
第
二
節
四
五
頁
注
(
即
)
参
照
。

(HU)
序
章
第
一
節
二
八
頁
参
照
。
懲
戒
審
議
会
制
度
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
由
。
=
E
E
(河・
)eon-白『
8
5
E
Oロ門出国
2
Z
E
H『叩巳
g
P
E
g
g
E呂田町田

-MR-22ロ円巴。ロロ巳『刊明司
Eu--g-30凶唱同
M

・
5
∞町四回・

(
必
)
「
は
じ
め
に
」
六
頁
参
照
。

(
日
)
序
章
第
一
節
二
九
頁
以
下
参
照
。
ぞ
-ucmE常(円・)唱が阻止
E
z
a『O
U
8
2
5
z
o
g
a
-
同
4・
E
4
8丘
町
口
口
町
ピ
雪
印
】
口
町
明
。
口
問
問
5
0
2
M
m
h
W
C
P
E】円
ngヂ

M
O
R
-
-。
出
七
-
E∞
L
w
g
z
e
g
d
(国
-
Y
P
E和
食
合
国

g
E門町内庁仏『。
-Z己
5
5
2円『
HW江
戸
ご
四
往
-LSaeCσ
円包『伺〉
aFE円相向。巴回目
SE--v・
￥
・
な
お
、
野

村
敬
造
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
』
(
有
信
堂
、
一
九
六
一
年
)
二
二
四
頁
、
須
貝
惰
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
官
吏
制
度
」
機
山
政
道
H
柳
瀬

良
幹
H
長
演
政
蕎
日
須
貝
惰
一

H
辻
清
明
『
各
国
官
吏
制
度
の
研
究
』
(
プ
レ
ブ
ス
社
、
一
九
四
五
年
)
一
五
七
頁
、
長
谷
川
正
安
「
フ
ラ
ン
λ

公
務
員
制
」
鵜
飼
信
成
H
辻
清
明
H
長
漬
政
蕎
『
比
較
政
治
叢
書
1
公
務
員
制
度
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
五
六
年
)
一
三
一
一
一
頁
、
山
本
桂
一
「
フ

北法54(4・14)lllO 



フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
に
お
け
る
各
種
法
律
の
諸
相
」
同
・
前
掲
書
五
三
二
頁
、
兼
子
仁
司
現
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
(
有
斐
閥
、
一
九
七
O
年
)

(
以
下
、
「
兼
子
・
前
掲
書
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
」
)
二
七
九
頁
参
照
。
官
吏
一
般
に
適
用
さ
れ
る
そ
の
他
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
序
章
第

一
節
二
九
頁
、
三
四
頁
注
(
但
)
参
照
。

(
叫
)
わ
が
国
で
は
、
転
任
や
配
置
転
換
、
普
通
(
定
期
)
昇
給
延
伸
が
、
職
員
の
意
に
反
す
る
「
い
ち
じ
る
し
く
不
利
益
な
処
分
」
(
国
家
公
務
員

法
人
九
条
一
項
て
あ
る
い
は
、
「
不
利
益
な
処
分
」
(
地
方
公
務
員
法
四
九
条
一
項
)
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。
転
任
に
つ
き
、
最

一
小
判
一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
一

O
月
二
三
臼
判
時
二
一
一
九
号
一
二
七
頁
は
、
当
該
職
員
の
「
身
分
、
俸
給
等
に
異
動
を
生
ぜ
し
め
る

も
の
」
か
否
か
、
さ
ら
に
は
、
「
勤
務
場
所
、
勤
務
内
容
等
に
お
い
て
(
中
略
)
不
利
益
を
伴
う
も
の
」
か
否
か
で
判
断
す
る
と
い
う
枠
組
み
を

提
示
し
て
い
る
。
な
お
、
「
は
じ
め
に
」
四
五
頁
注
(
叩
)
参
照
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
定
期
昇
給
延
伸
に
つ
き
、
最
一
小
判
一
九
八
O

(
昭
和
五

五
)
年
七
月
一

O
日
判
時
九
八
七
号
三
O
頁
は
、
「
職
員
が
現
に
受
け
て
い
る
号
給
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
き
か
ら
、
二
一
月
を
下
ら
な
い
期
間

を
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
と
き
は
、
一
号
給
上
位
の
号
給
に
昇
給
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
の
条
例
の
定
め
(
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
も
、

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
八
条
六
項
が
、
同
様
の
定
め
を
お
い
て
い
る
)
に
つ
き
、
「
所
定
の
要
件
を
み
た
し
た
職
員
に
対
し
て
昇

給
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
実
体
上
又
は
手
続
き
上
の
権
利
を
与
え
た
も
の
と
は
解
さ
れ
ず
、
(
中
略
)
い
わ
ゆ
る
昇
給
延
伸
は
、
(
中
略
)

特
定
職
種
の
者
全
員
に
つ
き
い
わ
ゆ
る
定
期
昇
給
を
特
定
年
度
に
限
り
実
施
し
な
い
と
の
一
般
方
針
に
従
い
上
告
人
ら
に
対
す
る
昇
給
発
令
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
告
人
ら
の
権
利
を
害
す
る
特
段
の
処
分
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
判
例
に
対
す
る
学
説
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
「
は
じ
め
に
」
四
六
頁
注
(
問
)
掲
記
の
文
献
参
照
。

(
的
)
第
二
章
第
一
節
で
検
討
す
る
。

(
必
)
同

V
白

σ
E
P
-
-
円、町田町
HO尽
き
ロ
ロ
訟
『
町
田
町
二

-ER-m
虫
色
町

Z
-
a
a刊

E
白

E
n
g
-
m
2
5
3
E
5
5
2
宮『
-
2
2
E
B
-
-。。戸司・
2
]
唱
者
E-50(玄
-
Y
5
8

回
巴
円
。
・
問
、
仏
mn-L3小。
mwqgpm・
o-
戸
日
am--
勺・凶凶
N

・

(
灯
)
回
。
ロ
ロ
R
P
。-u-CH
・
--M・
己
目
ニ
凶
∞
-

(品

)
E
P
司・ま
n
Z
:

(
刊
)
関
自
身
宮
(
〈
・
)
-
z
-
Eロ円仲間活
S
O
S
E
E
-忘
弘
吉
田
宮
町
O
R
E
S
宮
E
』

E0・戸・。・
0
・
H
4
3
E
-
唱・己。・

(叩)‘
H
E
E
-
-
5・
8
・2
円・・司

-ahF・

(
日
)
現
行
法
の
勤
務
評
定
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
制
の
概
要
」
『
欧
米
の
公
務
員
制
度
と
日
本
の
公
務
員
制
度
』
(
(
財
)

北j去54(4・15)1111



説

日
本
I
L
O協
会
、
二
O
O
コ
一
年
)
(
初
出
・
月
刊
世
界
の
労
働
五
三
巻
三
号
(
二
O
O
コ
一
年
三
月
)
)
三
四
頁
以
下
参
照
。

(
臼
)
行
政
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
た
「
一
九
七
八
年
七
月
一
七
日
の
行
政
と
公
衆
の
関
係
改
善
に
関
す
る
法
律
第
七
九
|
七
五
三
号
」
。

(臼

)
F
g
8
F
Z吉田『

a
g
5・
8
・nF-
勺・己

2
5・

(
日
)
「
は
じ
め
に
」
九
頁
参
照
。

号ム
ロ岡

第
二
款

学
説
に
よ
る
評
価

学
説
は
、

一
九
O
五
年
法
六
五
条
を
概
ね
好
意
的
に
評
価
し
た
。

例
え
ば
、

パ
ボ
ン
は
同
条
制
定
直
後
の
論
稿
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
官
吏
の
利
益
を
侵
害
す
る
決
定
が
、
自
己
に
提
示
さ
れ
ず
、

防
御
し
え
な
い
秘
密
の
文
書
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
正
義
に
反
す
る
。
当
初
の
サ
ム
パ
案
は
、
公
正
と
権
利
に
つ
い
て

の
原
理
に
即
す
も
の
で
称
賛
に
値
す
る
が
、
同
案
で
は
上
司
と
部
下
の
聞
に
恒
常
的
な
札
牒
を
創
出
し
、
ま
た
、
恋
意
的
で
時
宜
を
得
な
い

閲
覧
要
求
に
よ
っ
て
役
務
の
適
正
な
運
営
が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
成
立
し
た
六
五
条

と
サ
ム
パ
案
の
違
い
は
閲
覧
機
会
の
限
定
の
み
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
発
想
は
軌
を
一
に
す
る
。
同
条
制
定
以
前
か
ら
い
く
つ
か
の
省
庁
で

は
、
不
利
益
処
分
に
際
し
て
被
処
分
予
定
者
に
人
事
記
録
を
閲
覧
さ
せ
て
防
御
さ
せ
る
と
い
う
実
務
が
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
無
紀
律
状
態

は
生
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
六
五
条
は
紀
律
と
い
う
点
で
な
ん
ら
有
害
で
は
な
く
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
省
庁
に
お
い
て
道
守
さ

れ
て
き
た
公
正
と
誠
実
の
ル

l
ル
を
、
全
行
政
部
局
に
義
務
づ
け
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
。
以
上
の
よ
う
に
パ
ボ
ン
は
六
五
条
を
高
く
評
価
し

(
日
)

た。
ジ
ヨ
ル
ジ
ヤ
ン
も
、
六
五
条
は
形
式
に
つ
い
て
の
保
障
に
過
ぎ
ず
、
懲
戒
処
分
は
大
臣
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
同
条
に

よ
る
保
障
は
、
官
吏
の
知
ら
な
い
理
由
で
処
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
特
に
そ
れ
が
選
挙
の
報
復
措
置
た
る
闇
討
ち
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を

北法54(4・16)1112



(
日
)

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
慣
行
に
公
正
と
誠
実
の
原
則
を
芽
生
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

ジ
ェ

l
ズ
は
サ
ム
パ
案
を
現
実
性
に
欠
け
る
と
批
判
し
、
成
立
し
た
六
五
条
を
高
く
評
価
す
る
。
日
く
。
六
五
条
は
、
公
務
員
に
下
さ
れ

る
不
利
益
処
分
の
す
べ
て
に
つ
き
、
処
分
庁
に
真
の
処
分
理
由
を
示
す
義
務
を
課
す
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
各
処
分
理
由
の
法
的
な
評

価
、
ひ
い
て
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
る
統
制
が
可
能
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
官
吏
に
と
っ
て
も
公
役
務
の
適
正
な
運
営
に
と
っ
て
も
非

(
閉
山
)

常
に
有
益
で
あ
る
。
上
院
と
の
妥
協
に
よ
り
、
閲
覧
は
特
定
の
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
閲
覧
が
認
め
ら

(
白
川
)

れ
る
三
つ
の
ケ

i
ス
は
広
範
で
あ
る
か
ら
、
六
五
条
は
非
常
に
有
用
で
あ
る
。

防
ぎ
、ド

ゥ
ブ
リ
は
一
九
一
一
一
一
一
一
年
に
著
し
た
人
事
記
録
閲
覧
に
つ
い
て
の
テ

l
ズ
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
六
五
条
は
上
司
に
よ
る
評

価
が
官
吏
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
不
公
正
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
上
司
と
部
下
の
間
の
表
面
的
で
偽
善
的
な
言
動
を
な
く
す
も
の
と
し

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

て
妥
当
で
あ
る
。
人
事
記
録
閲
覧
の
趣
旨
は
、
官
吏
が
知
ら
な
い
人
事
記
録
に
依
拠
し
て
、
つ
ま
り
、
官
吏
に
事
前
防
御
の
機
会
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
な
し
に
不
利
益
処
分
が
下
さ
れ
る
こ
と
の
防
止
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
サ
ム
パ
案
の
よ
う
に
無
制
約
の
人
事
記
録
閲
覧
請
求
権
を

認
め
る
ま
で
も
な
く
、
官
吏
の
利
益
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
閲
覧
を
認
め
れ
ば
十
分
達
成
で
き
る
。
上
院
の
抵
抗
も
無
意
味
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
理
由
を
付
記
さ
れ
た
報
告
書
の
閲
覧
し
か
認
め
な
い
上
院
財
政
委
員
会
の
案
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
懲
戒
権
者
は
過
去
の
勤
務
状
況
等
を
酪
酌
し
て
処
分
を
下
す
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
処
分
の
直
接
の
理
由
と
な
っ
た
非
違
事
実
は
処

分
の
た
ま
た
ま
の
原
因
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
理
由
付
報
告
書
で
閲
覧
し
て
も
、
人
事
記
録
閲
覧
の
趣
旨
は
活
か
さ
れ
な
い
か
ら

(ω) 

で
あ
る
。

北法54(4・17)1113 

以
上
の
よ
う
に
一
九
O
五
年
法
六
五
条
は
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
の
欠
陥
も
指
摘
さ
れ
た
。
時
間
に
追
わ
れ
て
慌
た
だ
し
く

制
定
さ
れ
た
同
条
は
|
|
上
院
に
よ
る
最
初
の
六
五
条
削
除
決
定
か
ら
同
条
成
立
ま
で
、
五
日
間
し
か
経
過
し
て
い
な
い
|
|
ヘ
い
わ
ば

状
況
対
応
的
で
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
性
急
な
即
興
作
品
で
あ
っ
た
た
め
、
吟
味
が
不
足
し
た
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ



説

~~ 

.-;'60 
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三子ム
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特
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
同
条
の
射
程
|
|
人
的
射
程
、
対
象
処
分
の
範
囲
ー
ー
や
実
施
方
法
1
1
1
手
続
開
始
の
方
法
等
|
|
、

(
臼
)

及
、
び
、
例
外
の
有
無
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
等
で
あ
る
。
ジ
ェ

l
ズ
は
六
五
条
の
制
定
直
後
か
ら
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
、
と
く
に
、
人

(
臼
)

事
記
録
閲
覧
が
処
分
庁
の
職
権
で
開
始
さ
れ
る
の
か
、
職
員
の
要
求
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
た
。
ド
ゥ

ブ
リ
も
、
公
務
の
能
率
的
運
営
に
必
要
な
制
約
や
例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
点
を
問
題
と
し
、
適
用
条
件
を
何
ら
定
め
な
い
六
五
条
は
、

(
m
m
)
 

上
院
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
公
役
務
に
重
大
な
混
乱
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
を
内
包
し
て
い
た
と
す
る
。
彼
は
、
恋
意
的
な
不
利
益
処
分

(
似
)

か
ら
官
吏
を
保
護
す
べ
き
こ
と
が
余
り
に
重
視
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

(
白
山
)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
六
五
条
の
実
施
に
は
実
務
上
の
多
大
な
困
難
が
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
懸
念
は
妃
憂

(
侃
)

に
終
わ
る
。
ド
ゥ
ブ
リ
は
、
六
五
条
が
紀
律
を
強
化
し
、
階
層
関
係
に
誠
実
と
信
頼
を
、
あ
る
い
は
、
上
司
と
部
下
の
聞
に
公
正
か
つ
率
直

(
山
山
)

な
関
係
を
も
た
ら
し
た
と
評
価
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
長
官
オ

l
ダ
ン
も
、
一
九
六
二
年
の
論
稿
で
、
六
五
条
に
よ
っ
て
風
紀
は
非
常
に

(ω) 

良
好
な
も
の
と
な
り
、
も
は
や
実
務
上
の
困
難
は
ま
っ
た
く
な
い
と
す
る
。
ブ
レ
パ
ン
政
府
委
員
は
、
一
九
七
四
年
に
、
人
事
記
録
閲
覧
は

複
雑
な
も
の
で
も
長
時
間
を
要
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
指
揮
命
令
権
を
弱
め
た
り
必
要
不
可
欠
な
処
分
の
障
害
と
な
る
よ
う
な
こ
と

(ω) 

は
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。

六
五
条
が
問
題
の
あ
る
法
文
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
望
ま
し
い
結
果
が
生
ま
れ
た
の
は
、
ド
ゥ
ブ
リ
に
言
わ
せ
る
と
、

立
法
者
意
思
や
六
五
条
の
原
理
の
倫
理
的
価
値
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
非
常
に
精
綴
な
判
例
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
ー
さ

(
加
)

い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
-
-
ア
タ
判
決
が
条
文
の
欠
陥
を
補
う
解
釈
を
施
す
こ
と
で
、
同
条
制
定
当
時
に
指
摘
さ
れ
た
懸
念
を
解

(
九
)

消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
六
五
条
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
を
概
観
す
る
。
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説

政
手
続
法
発
展
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
が
大
き
く
寄
与
し
た
と
し
、
原
則
を
定
め
る
に
過
ぎ
な
い
一
九
O
五
年
法
六
五
条
に
依
拠
し
て
人

事
記
録
閲
覧
法
理
を
形
成
し
た
判
例
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
〈

-
u
a
E
E
ヱ∞
-
Y
H
レ
ヨ
住
貸
さ

g
じ

g
g宅。
5
2
5
-〆
a
E
S
E
'

E
O
E
S
-
n回
mw
会
邑
ロ
広
可
h
y
F
・。・
0
・』
J
3唱一
Y
唱・
N
#
品・

論

第
二
節

判
例
の
展
開

一
九
O
五
年
法
六
五
条
制
定
直
後
か
ら
、
同
条
違
反
を
理
由
と
す
る
多
数
の
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
事
情
と
し
て
、

四
六
年
に
統
一
官
吏
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
官
吏
懲
戒
制
度
は
各
職
員
群
ご
と
の
個
別
規
程
で
規
律
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
保
障
内
容

(η) 

が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
全
官
吏
に
統
一
的
に
適
用
さ
れ
る
初
め
て
の
法
令
で
あ
る
一
九
O
五
年
法
六
五
条
が
、
懲
戒
処
分
を
攻
撃
す
る

(
ね
)

た
め
の
絶
好
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
大
量
の
訴
訟
提
起
を
受
け
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
六
五
条
の
目
的
や
手
続
内
容
、
さ
ら
に
は
そ
の
射
程
等
を
順
次
明
ら
か

(
九
)

に
し
、
人
事
記
録
閲
覧
に
関
す
る
判
例
法
理
を
形
成
し
て
い
く
。
判
例
の
態
度
に
つ
き
学
説
は
、
非
常
に
厳
格
で
リ
ベ
ラ
ル
と
高
く
評
価
し

(
万
)

た
。
ま
た
、
六
五
条
制
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
完
全
な
人
事
記
録
を
作
成
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
当
局
を
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
教
化
し
た

(
河
)

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
法
理
は
、
今
日
、
そ
の
牟
部
が
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
と
も
に
官
吏
法
で
確
認
さ

(

打

)

(

お

)

れ
て
い
る
。
人
事
記
録
閲
覧
法
理
の
創
造
者
が
、
六
五
条
の
立
法
者
で
は
な
く
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
人
事
記
録
閲
覧
に
関
す
る
判
例
法
理
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
、

一
九
四
0
年
代
半
ば
以
降
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
に
よ
り
、
法

の
一
般
原
理
た
る
防
御
権
の
法
理
と
し
て
、
他
の
行
政
法
分
野
に
も
敷
桁
さ
れ
る
。
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
基
本
手
続
は
、
後
述
す
る

(
河
)

二
0
0
0
年
四
月
一
一
一
日
の
法
律
が
定
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
防
御
権
の
法
理
の
改
良
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
行
政一

jヒI去54(4・20)1116 

九



手
続
原
理
の
礎
は
、
防
御
権
の
法
理
を
確
立
し
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
っ
た
人
事
記
録
閲
覧
手

続
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
法
理
な
の
で
あ
る
。

一
九

O
五
年
法
六
五
条
に
関
す
る
判
例
の
展
開
(
第
一
款
)
、
及
び
、
同
判
例
法
理
か
ら
防
御
権
の
法
理
へ
の
発
展

過
程
(
第
二
款
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
概
観
し
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
基
本
理
念
|
|
い
か
な
る
処
分
に
ど
の
よ
う
な
手
続
が
な
ぜ
要
求
さ

れ
る
か
ー
ー
を
解
明
す
る
第
二
章
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
た
い
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

(η)
序
章
第
一
節
二
九
頁
参
照
。

(
刀
)
六
五
条
が
訴
訟
増
加
の
要
因
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
〈
毛
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-
5
m
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ζ
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p
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∞
-
B可
4
3
3・
司
・
ゴ
0
・〉
Eσ
司
令

-
Z
)
2
0
5
m
c
B
Y
4包囲【和色町内。ロ同
g
c
m
E
H
〉
仏
ロ
ユ
吉
田
門
司
邑
戸
叶
戸

F
。
。
・
』
」
凶
O
E
J
】申∞

h

ア
司
凶
一
NU

(冗

)
U
E明
E
F
O司
-nFF
・-】
-HUAア
内
庁
∞
2
0
(』
)
-
m
2
5
門戸四百『回目匂『
E
ι
2
8
包
ヨ
5
2
R邑
〈
p
m・
0
ア
這
出
・
℃
-
E
∞
-
J
F
-
E
p
o
s
-円〉
ι
E
g
g
s江戸

C司-

n-FLU-
ゴ
c
-
0
8加
2
5
(
m
y
同
k
m

世間。
=nECロ℃
EZFGEm--
甲山凶凶
LισEHEhw
貧
富
田
E
n
o
-
-
P
H】E

凶
CM-

∞R
E
E
(冨
-
y
n
c
=門
戸
間
宮
内
開
岨

M
凶
。
円
円
・
石
市
区
温

円H40
ユB
0・
m
・
o
・-y
・
3
a
u
-
唱

N
∞∞ゆ玄
g
i
-
-
p
o司
-nF-
匂
∞
A
F
↓
FEE-nFo-u-n-F
ムM

・会本・

(
市
)
勤
務
評
定
等
を
秘
密
の
う
ち
に
作
成
す
る
実
務
は
、
一
九
O
五
年
法
六
五
条
制
定
以
降
も
な
く
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
O

〈
・
↓

Z
E
E
-
8

丘
四
よ

}u
・品岱品・

(花
)

J

『
吉
豆
町
『
・

8
n
F
-
Y
怠
ム
・
一
九
五
七
年
に
ヴ
ァ
リ
l
ヌ
は
、
「
今
日
、
適
正
な
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
原
則
は
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
制
度
の
風
習

の
一
つ
と
な
り
、
六
五
条
違
反
を
主
張
と
す
る
訴
訟
は
稀
な
も
の
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ぞ
由
一
E
p
o
s
-四
〉
皆
同
S
E
E
-戸
毛
・

2
円二間
y

コc
・

(
打
)
「
は
じ
め
に
」
八
頁
参
照
。

(
沌
)
。
号
ロ
門

(
m
y
円

2
0
8
5
色。一白色
R
E出町場開・

0
・【
U
m
-
-
3
凶・

-u-mM

(
刊
日
)
「
は
じ
め
に
」
八
頁
参
照
。
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説

第
一
款

一
九
O
五
年
法
六
五
条
に
関
す
る
判
例

北i:t;54(4・22)1118 

論

一
九
O
五
年
法
六
五
条
に
関
す
る
判
例
の
展
開
は
、
手
続
内
容
の
明
確
化
と
六
五
条
の
射
程
|
|
人
的
射
程
と
対
象
処
分
の
範
囲
ー
ー

の
画
定
、
及
び
、
適
用
除
外
の
明
確
化
に
集
約
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
内
容
(
第
一
項
)
、
制
度
の
射
程
|
|
人
的

射
程
(
第
二
項
)
と
適
用
処
分
の
範
囲
(
第
三
一
項
)
|
|
、
適
用
除
外
(
第
四
項
)
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
判
例
を
概
観
す
る
。
な
お
、
本
稿

の
主
た
る
関
心
は
、
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
処
分
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
手
続
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
具
体
的
内
容
と
、
適
用
処
分
の
範
囲
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
の
だ
が
、
こ
の
点
は
第
二
章
で
詳
説
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て
、
人
事
記
録
閲
覧
法
理
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
判
例
を
概
観
す
る
。

第

項

人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
内
容

つ
ま
り
そ
の
実
施
方
法
を
定
め
て
い
な
い
。
こ
の
点
の
あ
り
方
は
、
も
っ
ぱ

ら
判
例
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
手
続
開
始
(
一
)
と
、
人
事
記
録
が
存
在
し
な
い
場
合
の
取

扱
し

一
九

O
五
年
法
六
五
条
は
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
内
容
、

(
二
)
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
す
る
が
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
こ
の
手
続
を
告
知
弁
明
と
い
う
防
御
権
行
使
の
手
続
と
し
て
活
用
し

た
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
他
の
争
点
は
第
二
章
第
二
節
で
詳
説
す
る
。

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
判
例
の
全
体
的
特
徴
を
述
べ
て
お
く
と
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
行
政
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
を
、
一
九
O
五
年
法
六

(
鈎
)

五
条
の
文
言
以
上
に
拡
大
す
る
も
の
の
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
手
続
は
、
さ
ほ
ど
形
式
重
視
の
も
の
で
は
な
く
(
勺

g
p
B包
豆
町
)
、
簡
便



な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
学
説
は
、
官
吏
の
利
益
を
拡
張
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
の
能
率
的
運
営
に
も
配
慮
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
と

(
幻
)

指
摘
す
る
。

(
別
)
冨
陸
回
目
(
戸
Y
ロ
2
0
同
巴
円
(
v
m
ψ
凶
品
目
n
-
-
3
ア
回
S
ロ明白『e〉
'
H
0
・p
d
S
ゴJ
司
・
=
ー
戸
〈
・
毛
色
宮
町
(
玄
'
y
r
m
目
玉
口
町
一
唱
団
〈
〈
〉
E
F
〉
-
円
四
円
富
岡
E
3
0
5
V
V
4
F
O

。
。
=
8ロ
a・mg四円凶E。白『白ロヂUEnFか
a
n
C
M凶
mgvoEG-ピ〈『刊」〈σ-rw町四@33・円、EHnsσ。ロG-同yu{)凶・

(
剖
)
冨
拘
包
括
(
』
'
の
-
Y
=
0
8
由
民
の
-
m
-
∞
ロ
O
〈
・
3
8
・
F
白
n
o
c
『
伺
押
印
。
g
m陣
roo-u骨
民

z
n
q
F
E
m
e
g
E
E
O
ロ
2
5
2
0
z
n
品
目
宮
〈
同
g
p
-
)
・
・
3
宏
・
阿
国
@
同
v
-
s
u
・

(
一
)
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
開
始

第
一
節
第
二
款
で
見
た
よ
う
に
、
ジ
ェ

l
ズ
は
、
人
事
記
録
閲
覧
が
処
分
庁
の
職
権
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
の
か
、
相
手
方
が
要
求
し

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

て
初
め
て
な
さ
れ
る
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
点
を
、

一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
。
ジ
ェ

l
ズ
は
、
彼
自
身
の

私
見
と
し
て
、
六
五
条
が
「
あ
ら
ゆ
る
文
武
官
吏
」
に
「
自
己
の
人
事
記
録
」
等
の
「
閲
覧
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
」
と
定
め
る
以
上
、
処

(
幻
)

分
庁
に
開
始
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
文
言
に
即
し
、
か
っ
、
立
法
者
意
思
と
り
わ
け
下
院
の
意
思
に
沿
う
と
主
張
し
て
い
た
。
タ
ル

デ
ユ

l
政
府
委
員
も
、

一
九
O
九
年
の
ヴ
ア
ン
ケ
ル
氏
・
ロ
ズ
ィ
エ
氏
判
決

(
n
F斗

g
e
s
$
4
4
5
昇
。
=
忠
岡
N
O
N
-
R
e

閉

Non・4唱・∞
ω
少
∞
ユ

3
0
P
自
唱
喝
-
z
p
g
ロ
門
戸
・
寸
向
島
2
・

5
円
四
国
E
E
C
-
m
u
・
同
y
・
3
3
・
勺
品
。
品
・
)
に
お
い
て
、
六
五
条
の
文
言
上
は
、
当
然
に
処
分
庁
が
閲
覧
の

(
幻
)

機
会
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
は
ず
だ
と
論
告
し
て
い
る
。

し
か
し
、
判
例
は
そ
の
よ
う
な
枠
組
を
採
用
せ
ず
、
人
事
記
録
閲
覧
は
相
手
方
の
要
求
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
次
に
見

る
初
期
の
二
つ
の
判
決
が
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

-
ピ
ユ
ゾ
l
一
一
氏
判
決
(
の
・
開
・
ぃ

=T・3
2
4
回
己
目
。
ロ
ゲ
同
N
R
・
-
可
・
コ
hpω
・
3
2
・
E
e
勺
・
ョ
・
)
。
(
判
旨
)
「
(
*
懲
戒
権
者
た
る
)
内

北it254(4・23)1119 



説

務
大
臣
は
、
上
告
に
対
す
る
趣
意
書
に
お
い
て
、
「
ビ
ユ
ゾ

i
ニ
氏
は
内
務
大
臣
の
下
に
あ
る
彼
の
人
事
記
録
を
よ
く
読
ん
で
調
べ

三l>.
h間

る
よ
う
促
さ
れ
た
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
原
告
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
原
生
白
か
ら
は
何
の
反
論
も
な
い
。

以
上
の
状
況
に
お
い
て
、
原
告
ピ
ユ
ゾ

l
ニ
氏
は
、
処
分
が
適
法
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
理
由
を
有
さ
ず
、
そ
の
結
果
、

原
告
は
ヴ
ァ

l
ル
県
庁
の
事
務
総
長
(
回
目
白
尽

E
5
1忠
邑
)
の
職
務
を
解
任
す
る
デ
ク
レ
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

・
ゲ
リ

l
氏

判

決

百

戸

江

古

5
3
3・
。
忌
『
ア
剛
N
R・-司・臼∞-U・

3
ニ
・
自
・

-V-2-)
。
(
事
案
)
原
告
は
閲
覧
を
経
る
こ
と
な
く
被

告
公
教
育
大
臣
に
よ
り
職
権
転
任
処
分
を
受
け
た
た
め
、
人
事
記
録
閲
覧
を
経
て
い
な
い
こ
と
に
抗
議
し
た
。
大
臣
が
閲
覧
の
機
会

提
供
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
二
日
後
に
原
告
が
人
事
記
録
閲
覧
を
拒
否
し
た
た
め
、
そ
の
翌
日
、
大
臣
は
先
の
処
分
を
維
持
す
る
決

(
斜
)

定
を
行
な
っ
た
。
(
判
旨
)
「
こ
の
状
況
で
は
、
原
告
は
職
権
転
任
の
権
限
逸
脱
を
主
張
す
る
根
拠
を
有
し
な
い
」
0

こ
の
両
判
決
に
よ
れ
ば
、
処
分
庁
は
相
手
方
に
閲
覧
を
促
せ
ば
十
分
で
あ
り
、
相
手
方
が
こ
れ
を
断
っ
た
り
応
じ
な
か
っ
た
場
合
、
閲
覧

つ
ま
り
、
人
事
記
録
を
閲
覧
す
る
よ
う
促
さ
れ
た
公
務
員
が
自
ら
閲
覧

(
お
)

を
要
求
し
な
け
れ
ば
、
自
己
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
放
棄
し
た
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
か
ど

う
か
は
、
権
利
を
認
め
ら
れ
た
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
わ
け
で
、
六
五
条
は
人
事
記
録
閲
覧
の
機
会
を
保
障
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

を
経
ず
に
処
分
を
下
し
て
も
六
五
条
に
違
背
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

る

さ
ら
に
、

一
九
O
九
年
の
ジ
ヤ
ン
ヴ
イ
オ
ン
氏
判
決
(
の

-m岨
民
吉

5
3
0
P
E田三
g
・
u・
-
。
ニ
咽
昌

e-V-2-
窓口よ

-v-EC咽
n
g
n
一

、

F
E
E
-
)
と
サ
ム
パ
氏
判
決
(
内
・
開
J

N
ご
Z
5
3
0
p
r
g
σ
a
-
m
o
n
-七・
2
0・
n
E
n
-
-
d
g
E・
o・
-E-
己
戸
℃
・

2
・
)
で
、
テ
シ
エ
政
府
委

員
は
、
「
懲
戒
処
分
が
人
事
記
録
閲
覧
を
経
ず
に
な
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
処
分
が
無
効
に
な
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
、
官
吏
が
ζ

の
権
利
を
行
使
で
き
る
状
態
に
お
か
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
」
と
論
告
し
た
。
こ
の
論
告
を
受
け
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
上
記

北法54(4・24)1120 



二
判
決
よ
り
も
さ
ら
に
制
限
的
な
解
釈
を
施
す
。

セ
l
ヌ
県
人
事
部
長
の
事
務
室
に
呼
び
出
さ
れ
、
自
分
が
懲
戒
審

議
会
に
付
託
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
ジ
ヤ
ン
ヴ
イ
オ
ン
氏
は
、
閲
覧
が
防
御
に
有
用
と
考
え
れ
ば
自

ジ
ャ
ン
ヴ
イ
オ
ン
氏
判
決
「
ジ
ヤ
ン
ヴ
イ
オ
ン
氏
は

(
中
略
)

己
の
人
事
記
録
閲
覧
を
要
求
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
権
利
の
活
用
を
催
促

(Eお
g
号
S
2
3
)
さ
れ
て
い
た
と
い
い
う

る
。
彼
は
、
四
月
一
五
日
に
閲
覧
し
た
自
己
の
人
事
記
録
を
再
び
調
べ
る
旨
の
要
求
を
す
る
こ
と
な
く
、
弁
明
書
を
提
出
し
た
。
以

上
の
状
況
に
お
い
て
原
告
は
、
上
記
の
立
法
の
規
定
(
*
六
五
条
)
が
彼
に
確
保
し
た
保
障
を
奪
わ
れ
た
と
主
張
す
る
根
拠
を
有
し

な
い
。
」

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

-
サ
ム
パ
氏
判
決
「
サ
ム
パ
氏
は
、
県
知
事
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
自
分
が
フ
ォ
ン
フ
ラ
ァ
ド
ゥ
に
お
け
る
官
職
に
就
く
こ
と
を
要
請

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
こ
の
官
職
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
を
知
ら
せ
る
べ
き
こ
と
、
知
ら
せ
な
け
れ
ば
職
権
転
任
が
な

さ
れ
る
こ
と
を
通
告
さ
れ
た
。
(
中
略
)
サ
ム
パ
氏
は
自
己
に
予
定
さ
れ
て
い
る
処
分
を
知
ら
さ
れ
た
が
、
上
記
の
規
定
(
*
六
五

条
)
が
彼
に
付
与
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
権
利
の
活
用
を
要
求
し
な
か
っ
た
。
(
中
略
)
か
く
し
て
サ
ム
パ
氏
は
、
自
己
の
人
事
記
録

の
閲
覧
を
要
求
す
る
た
め
に
十
分
な
準
備
期
間
(
忌

E)
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
知
事
ア
レ
テ
が
上
記
の
規
定
に
由

来
す
る
権
利
を
侵
害
し
た
と
主
張
す
る
根
拠
は
な
い
。
」

こ
れ
ら
の
二
判
決
に
よ
れ
ば
、
処
分
庁
は
閲
覧
そ
の
も
の
を
促
す
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
処
分
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
当
該
職
員
に
伝
え
、
か
っ
、
閲
覧
請
求
の
た
め
の
準
備
期
間
を
十
分
に
与
え
さ
え
す
れ
ば
、
六
五
条
を
遵
守
し
た
こ
と
に
な
る
。
コ
ン
セ

(
紛
)

イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
枠
組
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
同
年
の
ヴ
ィ
ラ
l
ル
氏
判
決
(
ロ
開
よ
か

g
p二。
S
喝さ
-R河
jon--
℃・∞-ド
0
・・

3
ニ
-E-
北法54(4・25)1121 



説

同

y
∞
凶
・
)

で
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
、
処
分
取
消
し
を
命
じ
た
。

北f.t54(4・26)1122 

論

(
事
案
)
ヴ
ィ
ラ
l
ル
氏
は
一
年
間
の
昇
進
資
格
剥
奪
を
伴
う
け
ん
責
処
分
を
受
け
た
。
被
告
内
務
大
臣
は
、
原
告
が
出
勤
簿
に
署

名
せ
ず
、
欠
勤
理
由
の
説
明
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
懲
戒
処
分
が
自
分
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
が
な

い
と
主
張
し
た
。
(
判
旨
)
「
大
臣
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
状
況
か
ら
、
当
然
に
懲
戒
処
分
が
ヴ
ィ
ラ
|
ル
氏
に
予
定
さ
れ
て
い
た
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヴ
ィ
ラ
l
ル
氏
は
こ
の
点
に
つ
き
全
く
通
知
を
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
人
事
記
録
閲
覧
を
要
求
で

き
る
状
態
に
あ
っ
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
」

以
上
の
判
決
か
ら
、
次
の
よ
う
な
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
解
釈
態
度
を
導
出
で
き
る
。
①
人
事
記
録
閲
覧
手
続
は
、
処
分
を
予
定
さ
れ

て
い
る
職
員
が
要
求
し
な
い
限
り
開
始
さ
れ
ず
、
処
分
庁
側
に
開
始
義
務
は
な
い
。
②
処
分
庁
に
は
、
相
手
方
を
閲
覧
要
求
可
能
な
状
態
に

お
く
義
務
が
あ
る
。
③
処
分
庁
は
閲
覧
そ
の
も
の
を
催
促
す
る
必
要
は
な
く
、
処
分
予
定
を
告
知
(
君
。
邑
開
田
町

B
g
p
g
r
s
a
zロ
)
す
れ
ば
、

相
手
方
職
員
を
閲
覧
要
求
可
能
な
状
態
に
お
く
義
務
を
果
た
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
④
処
分
予
定
の
告
知
が
あ
り
準
備
期
間
も
十
分
で
あ
っ

四た
の
に
当
該
職
員
が
閲
覧
を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
、
閲
覧
を
経
ず
に
処
分
が
な
さ
れ
て
も
六
五
条
に
違
背
し
な
い
。

ジ
ェ

l
ズ
が
指
摘
し
た
一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
欠
陥
は
、
こ
の
よ
う
な
結
論
で
解
決
さ
れ
た
。
明
文
に
定
め
の
な
い
告
知
義
務
を
処
分

(
釘
)

庁
に
課
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
、
デ
ユ
ギ
ィ
が
六
五
条
の
制
限
的
解
釈
で
あ
る
と
し
、
ジ
ェ

l
ズ
が
人
事
記
録
閲
覧
請
求
「
権

(

∞

∞

)

(

川

町

)

能

(
p
g志
)
」
が
与
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
評
す
る
よ
う
に
、
処
分
庁
側
に
有
利
な
解
決
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

が
こ
の
よ
う
な
解
決
を
採
用
し
た
理
由
に
つ
き
、
タ
ル
デ
ユ

l
政
府
委
員
は
、
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
た
諸
々
の
事
件
が
、
六
五
条
の
厳
格
な

文
言
解
釈
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
た
め
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
公
務
の
能
率
的
な
運
営
と
階
層
上
の
上
司
の
正
当
な
権
威
を
損



(

川

町

)

な
う
こ
と
な
く
六
五
条
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
、
と
説
明
し
て
い
る
。

判
例
の
解
決
に
つ
き
、
イ
ザ
ク
は
、
行
政
の
効
率
性
へ
の
配
慮
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
と
批
判
し
、
懲
戒
処
分
発
動
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ

(
幻
)

ヴ
が
処
分
庁
側
に
あ
る
以
上
、
閲
覧
の
開
始
も
処
分
庁
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
一
般
的

(
幻
)

に
は
、
非
常
に
巧
妙
に
工
夫
し
て
処
分
庁
側
の
要
請
と
官
吏
の
権
利
を
両
立
さ
せ
た
と
か
(
ジ
ェ

l
ズ
、
オ

l
リ
ウ
)
、
公
務
の
能
率
的
運

(

川

町

)

営
に
配
慮
し
つ
つ
六
五
条
の
効
果
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
(
ヴ
ァ
リ

l
ヌ
)
と
い
っ
た
肯
定
的
な
評
価
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
閲
覧
手
続
開
始
に
関
す
る
争
点
は
、
各
事
件
に
お
け
る
告
知
の
有
無
と
準
備
期
間
の
十
分
さ
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
点
は
、
他
の
論
点
と
と
も
に
第
二
章
第
一
節
で
詳
説
す
る
。

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

(お
)
d
H
e
2
4
n
oロ門戸・
2
叶
内
問
、
田

O
C
H
-
8タ岡山
3
2
0向
者
5
r何
fω
・
3
O
P
E
-
司・

5
・

(
制
)
ダ
ロ

l
ズ
誌
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
判
決
は
最
初
の
決
定
を
違
法
と
し
つ
つ
、
そ
の
違
法
性
が
治
癒
さ
れ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る

シ
」
い
、
っ
。
ロ
C
円

PU--
】
泡
ニ
・
回
目

L
M
U
-
-

(
部
)
司
白
色

5
F
C唱
-
n
R
・も
-Z-

(制

)
U
E開
E
F
O℃・
2
円・・
-u
・
5AF・

(
訂
)
号
五
回
y
-
出
・
〈

-
u
s
q・
0
目

y
n
F
?唱
円

v
u
u・

(
槌
)
』
伊

Nm-ZO同
町
田
内
庁
』

Eユ
名
目
内
庁
ロ

npo-v・
2
・
4-Y
当
∞
-

(
卸
)
臼
包
岱
(
叶
・
回

-
Y
O
B
-
E
Z
E
F
=
2
5ロ
宮

σ=』

E04
玄
g
g
p
-
3
M
-
℃

-
E
U

(
川
別
)
叶
健
在

2
・0

円

y
n
-
f
-
V
-
E
・

(山
)
H
M
g
n・
8
・

2
3ヲ
凶

3
・

(
位
)
』

m
N
P
Z
O再開明円日開』
Eユ
明
司
自

ι四
日
夕
。
同

v・

s・--Y
当∞
e
z
gュ
。
巴
(
玄

-Y
甲
E
目
色
町
R
H

『
CF円
a
s
s
-
2『
邑
叫
町
田
弘

n
a
s
u
司
E
E
P
己
注
・

5
〈
5

2
豆
田
町
昨
」
。

E円

宮
司
〉
ロ
円
四
『
和
国
主
ユ
。

E
L
S凶
咽
『
依

a
-
2
0
=
Y
9
2片
品
相
官
『
口
町
一

5
一
芯
(
苛
・
)
伺
【
玄
。
色
町
『
口
町
(
明

-YNOON-目
y
J示
品
・
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説

(
回
)
者
笹
口
開
(
宮

-
Y
4
E広
告
血
盟
国

g
E
B内
庁
乱

E
z
a
E
E
2
E
R
営
住
曲
目

5
予

-3Me司
凶
品
。
・

さ5也
ロ聞

(
二
)
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
目
的

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

一
九
O
八
年
の
ボ
!
ド
ゥ
ロ
氏
判
決
(
内

-m・M
M

S
包

3
2・∞
ERHmEFmmn・
七
-
u
u
∞唱円
)J3-c-
邑唱同
V-E-

∞」-。。∞・ロ戸間
M

・-凶吋・)

で
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
目
的
を
明
確
に
す
る
機
会
を
得
た
。

(
事
案
)
サ
ン
・
ド
ゥ
ニ
の
市
立
学
校
体
育
教
師
で
あ
る
ボ

l
ド
ゥ
口
氏
は
、
人
事
記
録
閲
覧
を
経
る
こ
と
な
く
懲
戒
免
職
と
さ
れ

た
。
被
告
内
務
大
臣
は
、
彼
に
つ
い
て
の
人
事
記
録
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
閲
覧
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
主
張

し
た
。
(
判
旨
)
「
六
五
条
が
狙
い
と
す
る
の
は
、
官
吏
お
よ
び
雇
員
の
い
か
な
る
者
も
、
自
己
に
予
定
さ
れ
て
い
る
処
分
の
理
由
を

知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
、
そ
れ
に
対
す
る
防
御
手
段
(
自
♀

g
号
忌
『

g回
目
)
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
な
く

懲
戒
処
分
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
点
に
あ
る
。
(
中
略
)

ボ
ー
ド
ゥ
口
氏
の
名
で
の
真
の
人
事
記
録
が
存
在
し
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
六
五
条
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
主
張
に
理
由
を
有
す
る
。
」

人
事
記
録
が
存
在
し
な
い
以
上
そ
の
閲
覧
は
不
可
能
だ
が
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
処
分
理
由
に
対
し
て
防
御
手
段
を
講
じ
る
機
会
が
与

(
似
)

え
ら
れ
な
い
限
り
、
一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
手
続
が
遵
守
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
人
事
記
録
閲
覧
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
意
見
陳
述
の
機
会
付
与
で
あ
っ
た
。
人
事
記
録
閲
覧
制
度
を
通
じ
て
官
更
が
防
御
可
能
に
な
る
こ
と
、
防
御
権
を
得
る

(
町
四
)

こ
と
こ
そ
が
六
五
条
の
狙
い
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
人
事
記
録
閲
覧
を
意
見
陳
述
の
準
備
手
段
と

み
な
し
、
そ
の
よ
う
な
準
備
手
段
が
立
法
化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
た
と
え
条
文
で
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
意
見
陳
述
の
機
会
付
与
が
当

北i去54(4・28)1124 
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然
に
処
分
庁
の
義
務
で
あ
る
、
こ
れ
が
六
五
条
の
趣
旨
だ
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
六
五
条
を
意
見
陳
述
手
続
の
根
拠
と
し
た

判
例
と
、
処
分
庁
に
処
分
予
定
の
告
知
を
義
務
づ
け
る
前
述
の
判
例
に
よ
っ
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
九

O
五
年
法
六
五
条
の
人
事

記
録
閲
覧
手
続
を
、
防
御
権
を
保
障
す
る
告
知
弁
明
手
続
と
し
て
活
用
す
る
に
至
っ
た
。

明
示
的
な
根
拠
規
定
を
欠
き
な
が
ら
公
務
員
不
利
益
処
分
に
事
前
の
告
知
弁
明
手
続
を
義
務
づ
け
る
判
決
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

一
九
O
三
年
の
ル
ド
コ
ウ
ス
キ
大
佐
判
決
(
内
・
開
J
3
Z
5
3
8唱
の
。

-S江
戸

a
o
n
z
o
z
v
p

一一判
例
史
上
、
突
然
現
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

(
W
)
 

同

N
R・
-
司
・
色
戸

ω
J
3
8・
E
ゆ匂・

5
ム
・
)
が
そ
の
先
駆
的
判
例
で
あ
る
。

当
時
、
士
官
の
身
分
に
関
す
る
一
八
三
四
年
五
月
一
九
日
の
法
律
は
、
陸
軍
将
官
官

E
2何
お
な
忠
g
z
H
)
に
対
す
る
懲
戒
処
分
す
べ
て

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

に
つ
き
、
聴
問
委
員
会

(
n
s
s
ζ
.
2官
公
明
)
に
よ
る
意
見
聴
取
と
答
申
の
手
続
を
経
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
が
、
士
官
に
つ
い
て
同

様
の
手
続
が
課
さ
れ
て
い
た
の
は
、
休
職
処
分
(
呂
田
町

g
芯

F
5
0
)
の
み
で
あ
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
士
宮
の
職
権
退
職
(
『
平

『巳

ζ.0Enn)
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
相
手
方
が
適
法
に
防
御
手
段
を
表
明
す
る
よ
う
促
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
処
分
に
制
裁

(
1
5
2
5
た
る
性

質
を
与
え
る
よ
う
な
処
分
理
由
で
、
当
該
決
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
」

人
事
記
録
閲
覧
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
判
例
、
こ
の
判
決
の
趣
旨
を
、
六
五
条
の
解
釈
を
通
じ
て
公
務
員
全
体
に
一
般
化
し
た

(
鉛
)

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

北i去54(4・29)1125 

一
九
四
0
年
代
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
は
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
の
趣
旨
を
行

政
法
一
般
に
敷
街
し
、
法
の
一
般
原
理
と
し
て
の
防
御
権
の
法
理
を
確
立
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、
ル
ド
コ
ウ
ス
キ
大
佐
判
決
は
、

(
川
町
)

こ
れ
ら
の
判
例
の
出
発
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。



説

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
理
解
の
モ
デ
ル
が
、
訴
訟
手
続
と
り
わ
け
刑
事
訴
訟
手
続
に
あ
る
と
す
る
点
で
実
務
・
学
説
は
一
致
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
訴
訟
手
続
の
対
審
性
は
訴
訟
当
事
者
の
防
御
権
に
具
体
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
態
様
の
一
つ
に
文
書
閲
覧
請
求
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら

(
削
)

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
六
五
条
が
人
事
記
録
閲
覧
権
を
認
め
て
い
る
以
上
、
公
務
員
懲
戒
手
続
も
対
審
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

jヒ法54(4・30)1126 

論

解
釈
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
六
五
条
は
公
務
員
に
防
御
権
を
保
障
す
る
告
知
弁
明
手
続
の
根
拠
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
判
例
は
訴
訟
手
続
上

の
防
御
権
に
発
想
を
得
て
、
懲
戒
手
続
を
対
審
的
な
も
の
と
す
る
た
め
の
様
々
な
解
釈
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
懲
戒
審
議
会

が
設
置
さ
れ
な
い
官
吏
に
も
対
審
的
懲
戒
手
続
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
六
五
条
は
、
一
九
世
紀
の
懲
戒
裁
判
所
や
懲
戒
審

(
川
)

議
会
に
始
ま
っ
た
制
度
を
起
源
と
す
る
懲
戒
制
度
の
「
裁
判
手
続
化
」
を
さ
ら
に
推
進
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヴ

ァ
リ
l
ヌ
は
言
う
。
公
務
員
は
人
事
記
録
の
閲
覧
に
よ
っ
て
処
分
理
由
を
知
り
、
有
効
な
防
御
手
段
を
講
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
、

(
問
)

六
五
条
に
よ
っ
て
懲
戒
制
度
全
般
が
対
審
化
さ
れ
、
公
務
員
懲
戒
制
度
に
刑
法
上
の
保
障
が
導
入
さ
れ
た
、
と
。

四

一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
そ
も
そ
も
の
立
法
趣
旨
は
、
秘
密
の
勤
務
評
定
か
ら
官
吏
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
る

と
、
同
条
を
告
知
弁
明
手
続
と
い
う
防
御
権
保
障
の
根
拠
と
し
て
活
用
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
は
、

(

問

)

(

則

)

旨
に
忠
実
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ジ
ェ

l
ズ
は
防
御
権
の
保
障
こ
そ
が
立
法
者
の
意
思
と
し
、
前
節
で
紹
介
し
た
パ
ボ
ン
の
説
示
か
ら

も
同
様
の
理
解
が
読
み
と
れ
る
が
、
不
利
益
処
分
と
は
無
関
係
に
人
事
記
録
閲
覧
を
認
め
よ
う
と
し
た
サ
ム
パ
案
を
修
正
し
て
成
立
し
た
と

い
う
六
五
条
の
制
定
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
立
法
者
が
防
御
権
保
障
の
手
続
と
し
て
六
五
条
を
制
定
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
六
五
条
は
、
そ

の
文
言
を
離
れ
た
解
決
を
施
す
判
例
に
よ
り
、
立
法
趣
旨
と
は
趣
を
異
に
す
る
意
義
を
与
え
ら
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

防
御
手
段
を
講
じ
る
準
備
手
段
と
し
て
人
事
記
録
が
閲
覧
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
、
不
適
正
な
人
事
記
録
作
成
の
予
防
と
い

う
当
初
の
立
法
趣
旨
は
な
お
活
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

一
見
す
る
と
、
同
条
の
立
法
趣



と
こ
ろ
で
、
不
適
正
な
人
事
記
録
作
成
を
予
防
す
る
た
め
の
人
事
記
録
閲
覧
制
度
が
公
務
員
不
利
益
処
分
手
続
と
し
て
活
用
さ
れ
た
事
実

は
、
わ
が
国
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。
先
の
ド
ゥ
ブ
リ
の
説
示
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
懲
戒
権
者
は
過
去
の
勤
務
状
況
等
を

掛
酌
し
て
処
分
を
下
す
の
で
あ
る
か
ら
、
不
利
益
処
分
の
発
動
に
は
、
処
分
庁
に
よ
る
日
頃
の
評
価
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
こ
の
こ
と

(
防
)

は
、
一
九
七
七
年
の
い
わ
ゆ
る
神
戸
税
関
最
高
裁
判
決
も
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
務
員
関
係
は
、
他
の
行
政
法
関
係
に
比
べ
、
そ

の
関
係
の
密
接
さ
と
継
続
性
を
特
徴
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
処
分
の
直
接
的
な
理
由
の
み
な
ら
ず
、
処
分
庁
に
よ
る

日
常
的
評
価
に
ま
で
目
を
配
る
必
要
が
あ
る
。
す
る
と
、
塩
野
宏
が
言
、
っ
と
こ
ろ
の
適
正
手
続
四
原
則
|
|
告
知
・
聴
問
、
文
書
閲
覧
、

(
雌
)

理
由
附
記
、
処
分
基
準
の
設
定
・
公
表
ー
ー
の
う
ち
、
特
に
文
書
閲
覧
手
続
が
、
そ
れ
も
当
該
処
分
理
由
を
根
拠
づ
け
る
と
こ
ろ
の
文
書

の
み
な
ら
ず
、
被
処
分
予
定
者
に
関
す
る
す
べ
て
の
人
事
記
録
を
対
象
と
す
る
閲
覧
手
続
が
、
政
治
的
人
事
を
防
止
し
、
身
分
保
障
原
則
を

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

担
保
す
る
た
め
に
有
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
手
続
こ
そ
が
、
公
務
員
法
の
特
質
に
則
し
た
行
政
手
続
と
し
て
、
と
り
わ
け
重

要
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
例
)
人
事
記
録
不
存
在
の
場
合
に
同
様
の
判
示
を
す
る
も
の
と
し
て
、

4
-
n
-
F
E
寄・

3
5・E
同。
E
・
o
・-唱

-hf
自・司
ege
的・

3
5・
E
・日ニ

(白)、
HEE---5・
4
・
S
-る
ム
S
L
S
F
8・
S
-七
-M斗
M
h
o
E
S
F
8
n
F円
七
・
凶
温
・

(
伺
)
。
e
o
p
o同ySF-匂
-
h
r
W
2
3・。
5
0
E
P
E
E
n
}・∞ロ円。・開・岨
M
O
Bロ〈・

3山

wmrzp加『
m・
o
・-申ヨ咽同
y
凶
Mア

(
町
)
ル
ド
コ
ウ
ス
キ
大
佐
判
決
に
つ
い
て
は
、
神
谷
昭
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
』
(
有
斐
関
、
一
九
六
五
年
)
三
O
九
頁
(
初
出
・
一
九
六
O

年
)
、
皆
川
治
虞
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
の
手
続
的
統
制
(
二
)
」
自
研
六
O
巻
一
号
(
一
九
八
四
年
)
一
二
五
頁
、
二
一
七
頁
注

(
5
)
参
照
。

(
M
m
)

匁
N
タ

Z
O再開同母』ロ江田司
g
m
w
R
0・。目
M

・
S
・-同戸主。
-
r
S
5
2
(回
Y
F
g
司コロ
n
f
g
加和田和『富岡島
E
円四円。宵

e
g
g
』ロユ田司自《
H
2
8
邑
B
5
5
5
2〈
n-

m
島
区
。
虫
色
cmmgo--
∞
-BU〉

-3hp
喝・∞。四円∞凶
-
Z
O
B口問。(。
-YHtn
司ユロ
n号
叩
仏
師
田
舎
c-zmHOER広岡町口回向島町〈白ロニ
e〉
a
g
g
E『2
5
3
2
2〈
m・
o
-
L
混血・

9
-
N
f
E
5
0
U『向。
-YF白
守
口
明
司
包
含
ロ
円
四
回
巴
『

-o
呂田宮円同島町田門田
8
5
号
一
白
色
吟
開
口
師
向
門
田
町
〈
釦
ロ
ニ
〆
S
5
5
5
5己
o
p
〉・』・

o
・
p
・-唱。
M--u・、司市
we
玄
gi--me
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説

。-u
・2
F
-同
v

・∞
my
同
ぷ

szm自由「。唱・
nF
門-e
匂・

N
2
・

(
m
m
)

玄
白
口
問
門
田
口
町
田
岡
『
郎
町
田
弘
Z
F
。
D
(
0
・
Y
0
8
5
向
日
開
一
回
吋
伺
】
害
。
回
目

a
z
e
邑
5
5
5同『邑。ロ匝〈開門出白山口出血開問『
F
-
M
・C-司
eMC。。・
-u
・
5
M
-

(
川
)
「
対
審
手
続
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
「
は
じ
め
に
」
六
頁
以
下
参
照
。

(
川
)
「
は
じ
め
に
」
六
頁
以
下
、
序
章
第
一
節
二
九
頁
参
照
。

(
問
)
毛
色
ロ
ク

g
B・
0司
n-F
唱

-MFt宅問』
5
0・H
『
阻
止
な
否
E
E
B
a
n
a『
岳
邑
E
E害
虫

R
4・
2
F
-
℃

-
Z吋
・
〈
・
者
皇
宮
古
・
)
-
F
W
E
R
E
H
M
5
2
0ロ丘町一白

回目
m
m
S
E
E
S
E
P
M刊
住

--Z8・F
白書
gHU司自由自由暗唱
-
N
∞
凶
・
な
お
、
須
貝
・
前
掲
一
七
八
頁
参
照
。

(
問
)
〈
・
4『

ME--5・
8
・nF
了間回・会
A
r
H
S
E
n
-
岳

-EJ
司・

5
凶
・
な
お
、
山
本
・
前
掲
書
五
五
O
頁
参
照
。

(
胤
)
』
伊
N
P
Z
2
2
含
』
ロ
ユ
名
目
込
町
口
npo-u・

s・--u-hpma
・

(
問
)
最
三
小
判
一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
一
一
一
月
二

O
日
民
集
第
一
三
巻
七
号
一
一

O
一
頁
。
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「
懲
戒
権
者
は
、

懲
戒
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
の
原
因
、
動
機
、
性
質
、
結
果
、
影
響
等
の
ほ
か
、
当
該
公
務
員
の
右
行
為
の
前
後
に
お
け
る
態

度
、
懲
戒
処
分
等
の
処
分
歴
、
選
択
す
る
処
分
が
他
の
公
務
員
及
び
社
会
に
与
え
る
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
懲
戒
処
分
を
す
べ

き
か
ど
う
か
、
又
、
懲
戒
処
分
を
す
る
場
合
に
い
か
な
る
処
分
を
選
択
す
べ
き
か
、
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
判
断
は
、
右
の
よ
う
な
広
範
な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
平
素
か
ら
庁
内
の
事
情
に
通
暁
し
、
部

下
職
員
の
指
揮
監
督
の
衡
に
あ
た
る
者
の
裁
量
に
任
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
適
切
な
結
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己

(
附
)
塩
野
宏
『
行
政
法
I
(第
三
版
)
』
(
有
斐
閣
、

~~il54(4 ・ 32) 1128 

論

二
O
O
三
年
)

二
三
七
頁
。

第

項

一
九

O
五
年
法
六
五
条
の
人
的
射
程

今
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
官
吏
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
や
地
方
公
共
団
体
等
と
の
聞
に
「
行
政
上
の
関
係

(
E

(
問
)

ER)」
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
者
、
す
わ
な
ち
、
す
べ
て
の
公
務
員
(
世
田
町
三
宮

En)
に
六
五
条
の
適
用
を
認
め
る
。
し
か
し
、
当
初
か
ら

回
開
口
邑
B
S仲
間
ヤ



当
然
に
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
「
一
展
員
」
と
「
労
務
員
」
に
つ
い
て
判
例
は
変
化
し
て
い
る
。
以
下

で
は
、
官
吏
(
一
)
と
雇
員
・
労
務
員
(
二
)
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
判
例
を
概
観
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
人
事
記
録
閲
覧
を
公
務
員
に
特

有
の
公
法
的
規
制
と
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
名
誉
官
吏
に
つ
い
て
、
六
五
条
の
適
用
を
否
定
し
つ
つ
不
文
の
法
理
に

よ
る
解
決
を
施
し
た
判
例
に
言
及
す
る
( 

一一一) 

O 

(
問
)
「
行
政
上
の
関
係
」
や
「
公
法
上
の
関
係
」
に
あ
る
者
、
あ
る
い
は
、
「
公
法
上
の
職
員
」
と
判
例
が
表
現
す
る
人
々
を
、
学
説
が
公
務
員
と

称
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
序
章
第
二
節
三
七
頁
参
照
。

フランスにおける公務員の不利括処分手続 cn

(
一
)
官
吏

一
九

O
五
年
法
六
五
条
は
、
「
官
吏
」
に
つ
き
何
ら
の
留
保
も
付
し
て
い
な
い
。
文
言
上
は
、

認
め
れ
ら
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
植
民
地
勤
務
の
官
吏
や
政
治
的
任
用
官
吏
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
っ
た
が
、

い
か
な
る
官
吏
に
も
人
事
記
録
閲
覧
が

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
あ

ら
ゆ
る
官
吏
へ
の
六
五
条
適
用
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
の
は
同
条
の
文
言
と
立
法
経
緯
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、

植
民
地
勤
務
官
吏
へ
の
適
用
が
問
題
に
な
っ
た
一
九
一
一
年
の
ブ
ラ
キ
エ

l
ル
氏
判
決
を
紹
介
す
る

(
内
・
肘
・
咽
∞
聖
司
・

-。-
f
回
}
白
内
山
富
山
W
同

19

同

NR・-唱・

aAru--3-M頃
自
・
勺
・
ゴ

-gロ
n--
盟
各
界
)
。

当
時
の
植
民
地
は
デ
ク
レ
で
支
配
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
法
律
が
植
民
地
で
施
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、
植
民
地
の
立
法
者
ー
ー

多
く
の
場
合
は
国
家
元
首
ー
ー
が
デ
ク
レ
で
適
用
を
決
定
す
る
か
、
当
該
法
律
に
植
民
地
適
用
条
項
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、

植
民
地
適
用
条
項
は
黙
示
で
も
よ
い
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
っ
た
た
め
、
と
く
に
適
用
条
項
や
施
行
の
た
め
の
デ
ク
レ
が
な
く
て
も
、
当
該

法
律
の
趣
旨
か
ら
植
民
地
へ
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
に
は
立
法
者
意
思
が
重
要
と
な
る
。
六
五
条
に
は
明
示
の

北j去54(4・33)1129 



説

(
附
)

植
民
地
適
用
条
項
が
な
い
た
め
、
「
あ
ら
ゆ
る
公
官
庁
」
と
い
う
文
言
に
植
民
地
政
府
も
含
ま
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

北法54(4・34)1130 

論

(
ピ
シ
ャ
政
府
委
員
論
告
)
「
六
五
条
可
決
の
状
況
を
想
起
す
れ
ば
、
植
民
地
へ
の
同
条
適
用
が
立
法
者
の
明
白
な
意
思
で
あ
る
こ

と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
議
会
が
あ
ら
ゆ
る
官
吏
に
例
外
な
く
人
事
記
録
閲
覧
の
保
障
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
公
官
庁
」
と
定
め
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
植
民
地
で
あ
ろ
う
が
本
国
で
あ
ろ
う
が
区
別
は
な
い
。
」

(
判
旨
)
「
こ
の
規
定
の
目
的
そ
の
も
の
、
お
よ
び
、
そ
れ
が
可
決
さ
れ
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
立
法
者
は
同
条
に
一
般
的
な
適
用

範
囲
を
付
与
し
、
あ
ら
ゆ
る
官
吏
お
よ
び
雇
員
に
つ
き
、
同
人
ら
が
属
す
る
官
庁
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
(
*
同
条
に
よ
っ
て
)

同
人
ら
に
確
保
さ
れ
た
保
障
を
享
受
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
共
和
国
大
統
領
の
デ
ク
レ
は
イ
ン

(
削
)

ド
シ
ナ
で
の
同
条
執
行
に
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。
」

政
治
的
任
用
官
吏
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
免
を
規
制
す
る
実
体
法
上
の
ル

l
ル
が
な
く
、
政
府
の
完
全
な
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お

(
川
)

り
、
そ
の
地
位
は
他
の
一
般
官
吏
の
そ
れ
と
著
し
く
様
相
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
六
五
条
の
適
用
可
否
が
問
題
に
な
っ
た
。
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
は
、
植
民
地
勤
務
官
吏
に
つ
い
て
と
同
様
、
六
五
条
の
文
言
と
同
条
の
制
定
経
緯
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
官
吏
に
同
条
を
適
用
す
る

(
山
)
(
山
)

の
が
立
法
者
意
思
で
あ
る
と
し
、
六
五
条
の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
。

(
川
)
虫
n
E
F
n
oロ
n-
・由民【リ・開・・∞恒三・

3--e
巴
2
5
P円
p
m
R
-
喝
・
昌
弘
・
な
お
、
一
九
O
八
年
シ
レ
イ
誌
の
判
決
コ
メ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
植

民
地
の
官
吏
と
一
雇
一
員
は
、
植
民
地
政
府
が
任
命
し
横
民
地
の
財
源
か
ら
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
六
五
条
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
意
思
に
反

す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
植
民
地
で
の
審
署
が
な
け
れ
ば
適
用
対
象
外
で
あ
ろ
う
。
」
∞
・

3
2・日・唱・
5
斗
こ
れ
に
対
し
一
九
O
九
年
ダ
ロ

l
ズ



フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

誌
の
コ
メ
ン
ト
は
、
「
六
五
条
の
文
言
は
非
常
に
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
が
植
民
地
勤
務
の
官
吏
に
つ
き
同
条
の
享
受
を
拒
否
し
よ
う
と

し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
た
。
0
3
c
p
自
・
目
v
-
u
a
・
5
8
8
『
【
U
-
m
J
N
N
ロ
ミ
・
3
ヨ
・

(
問
)
そ
の
他
、
植
民
地
勤
務
官
吏
へ
の
六
五
条
適
用
を
肯
定
す
る
判
決
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
内
・
問
噌
吋
8官

3
ご
-
F
m
m
『
3
2
毛
色
円
守

m
m
n
-
L
u
・
唱
-
n
-
m
-
M
M
S
R∞
3
-
ド

〉

g
h
w
n
H
C
E
E
n
Z
8
・
閉
山
刊
?
℃
・
品
目
∞
-
n
・
恒
-
-
M
寸
ヨ
包
】
由
一
N
?
。
町
o
a
-
m
四
円
・
・
目
y

凶
一
N
0
・
門
川
開
-
-
-
M
ロ
。
〈
・
-
唱
凶
一
Y
Z
E
n
F
R
m
p

m
o
n
-
-
匂
喝
、
ヨ
y
n
開
-
M
∞
ヨ
e
S
3
・
F白
血
陣

g
p
m
m
n
-
-
司
・
出
品
・

(
川
)
こ
の
制
度
は
現
行
法
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
現
行
官
吏
法
下
に
お
け
る
政
治
的
任
用
官
吏
と
し
て
の
上
級
職
に
つ
き
、
序
章
第
二
節
三

九
頁
、
及
び
、
拙
稿
・
前
掲
三
二
頁
以
下
参
照
。

(
山
)
政
治
的
任
用
官
吏
に
六
五
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
判
決
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
内
開
J
己
門
広
R
M
・
-
@
-
凶
e
回
O
E
g
8
ロ
e
同
N
R
・
-
司
口
出
ゆ
【
U

m
r
z
g
包
3
5
岨
宮
町
Z
E
-
m
m
m
-
七
-
-
U
M
e
n
-
肘

-
L
2
守
・
石
5
・
0
四
2
2
・
m
四
n
-
七
-
-
u
u
h
・
開
J
∞
白
O
R
S
N
-
h
o
z
-
g
w
m
m
n
・
暗
唱
∞
s
h
-
F
N
N
S
R

同市町一NN-込町内。Z2pmon--℃・也市主唱の・閉山-M凶口。〈・-由一NM咽同凶bnuz--Non--司叶uhp。・開・咽】凶』EF}喧凶Ar回コ。ロ咽mon---M・叫叶少の・伺--AHEC〈・目。-hpy邑]町

内
宮
〈
m
y
岡
山
由
n
・
吋
J
司
・
、
玄
】
ゅ
の
・
凹
よ
品
去
、
一
『
・
-
唱
一
M
h
p
旬
開
口
8
2
・
m
m
n
・
・
唱
凶
斗
∞
喝
の
・
岡
山
J
凶
白
0
5
-
。
M
J
ア
「
叩
内
。
g
m
p
閉
N
o
n
-
温
も
・
。
m
r
p
内
開
場
凶
-
』
E
F
F
】
申
ム
∞
・

何回円由同丘町叫河内川口
-H-
唱
-
a
M
a
-
n
-
m
-
E
同合
-
3
0
唱
。
。
ョ
E
E
志
向
田
町
田
》
O
ロ
再
開
F
E
E
-
m
m
n
・
、
H
4
4
目
y

吋
3
・
【
u
m
e
己
尿
〈
・
3
3
・
E
m
g全
身
P
閉
N
R
・
-
u
・
s
-
否

定
例
も
あ
る
。
〈
・

η
・
開
・
・
3
』
Z
5
3
]
弁
明
言
『
p
p
?
-
Y
斗
ど
・
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
臨
時
の
市
長
秘
書
(
開
2
5
巳
円
町
内
庁
自
己
ユ
刊
)
が
問
題
と
な
っ

た
例
で
、
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
一
四
年
当
時
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
臨
時
の
職
員
に
六
五
条
の
適
用
を
認
め
て
お
ら
ず
、
こ
の

点
か
ら
否
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
臨
時
の
職
員
に
六
五
条
適
用
を
肯
定
し
た
た
め
、
こ
の
判
決
は
上
級

職
官
吏
に
つ
い
て
の
先
例
と
は
な
ら
な
い
。

(
山
)
デ
ユ
ギ
ィ
と
ジ
ェ

i
ズ
は
、
六
五
条
の
立
法
者
、
そ
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
、
様
々
な
観
点
か
ら
官
吏
を
分
類
す
る
学
説
を
否
定
し

た
も
の
と
強
調
し
た
O
B
N
P
2
2
2
含
」
巴
コ
名
E
a
g
R
毛

-a【

-
e
司
令
少
u
a
E
F
毛
-
n
t
・
司
・
-
ヨ
・
〈
-
E
Z
ロ
♀
・
2
円
七
・
凶
5
当
時
、
官
吏
を
職
務

内
容
等
に
従
っ
て
分
類
す
る
学
説
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
特
に
彼
ら
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
多
く
の
支
持
者
を
得
て
い
た
ベ

ル
テ
ル
ミ
イ
の
説
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
わ
が
国
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
(
野
村
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
頁
、
兼
子
・
前
掲
書
『
現

代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
二

O
二
頁
以
下
、
二
八
O
頁
以
下
(
初
出
・
一
九
六
八
年
)
)
、
ベ
ル
テ
ル
ミ
ィ
は
官
吏
の
遂
行
す
る
職
務
内
容
に
着
目

し
、
「
権
力
的
官
吏
(
『
E
S
S
E
-
『
四
円
2
8
E
尽
)
」
と
「
管
理
的
官
吏
(
『
S
E
S
E
-
『
町
内
凶
m
m
m
s
g
)
」
に
二
分
し
て
い
た
。
こ
の
区
別
は
、
裁
判

管
轄
決
定
の
指
標
と
し
て
ラ
フ
ェ
リ
エ

i
ル
が
体
系
化
し
た
「
権
力
行
為
(
R
B
q
E
8
2
0
」
と
「
管
理
行
為
(
宮
再
開
門
付
加
白
色
。
ロ
)
」
の
区
別
に

北法54(4・35)1131 



説論

対
応
す
る
。
〈

-
E『
皆
野
町
(
m
Y
司

E
尽

a
n
Z
E
E
5
5ロ
〉
吾
旨
岡
田
5
2
5
2
a
g
B
g
E
2
0
=
8
2
5
p
p『
恒
常

l
t
2
2
2
2
口
o
t官
官
g
l
E
5
F

Mme-・
5
ま
-
H
戸
司
・
少
品
∞
品

0
2
・叶・同

F
Z∞凶
mZ:
彼
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
橋
本
博
之
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
全
面
審
判
訴
訟
り
位

置
づ
け
(
二
)
」
国
家
一

O
二
巻
一
一
・
一
二
号
(
一
九
九
O
年
)
七
一

O
頁
注
(
臼
)
掲
記
の
文
献
参
照
。
権
力
行
為
の
み
が
行
政
裁
判
所
の

管
轄
に
属
す
る
と
し
て
い
た
ラ
フ
ェ
リ
エ

l
ル
の
体
系
を
忠
実
に
踏
襲
し
た
ベ
ル
テ
ル
ミ
ィ
は
、
知
事
や
外
交
官
、
司
法
官
と
い
っ
た
権
力
行

為
担
当
官
吏
を
「
権
力
的
官
吏
」
、
郵
便
局
職
員
等
の
現
業
職
員
や
教
員
の
よ
う
な
管
理
行
為
担
当
官
吏
を
「
管
理
的
官
吏
」
と
し
、
指
揮
命
令

権
に
参
画
す
る
前
者
は
国
家
と
公
法
上
の
規
律
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
普
通
法
上
の
一
雇
用
契
約
関
係
に
あ
り
普
通
労
働
法
が
適
用
さ

れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
国

2
F
e
o
g可。唱・

2
・
司
・
虫
こ
の
区
別
が
特
に
意
味
を
も
つ
の
は
、
裁
判
管
轄
の
決
定
と
争
議
行
為
の
違
法
性
判
断
に

お
い
て
で
あ
る
。
争
議
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
兼
子
・
前
掲
書
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
二
八
O
頁
、
山
本
・
前
掲
五
O

O
頁
、
五
一

九
頁
、
五
二
七
頁
参
照
。

こ
の
ベ
ル
テ
ル
ミ
イ
の
見
解
は
、
デ
ユ
ギ
ィ
や
ジ
ェ

l
ズ
、
そ
し
て
オ

l
リ
ゥ
と
い
っ
た
、
権
力
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
を
否
定
し
、
か

っ
、
官
吏
関
係
に
契
約
的
要
素
を
認
め
な
い
立
場
(
公
法
上
の
法
令
規
律
関
係
説
)
か
ら
、
強
く
批
判
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ォ
l
リ
ウ

は
次
の
よ
う
に
言
う
。
権
力
的
行
為
も
管
理
行
為
も
「
執
行
的
決
定
右
往
巴

2

2
狩
5
0
5
)
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
と
も
に
法
律

関
係
を
一
方
的
に
変
更
す
る
行
政
権
限
の
発
動
行
為
で
あ
っ
て
、
訴
訟
上
の
効
果
は
同
じ
で
あ
る
。
特
に
両
者
を
区
別
す
る
意
味
は
な
い
。
区

別
す
る
に
し
て
も
、
職
員
の
職
務
内
容
や
対
行
政
上
の
地
位
と
必
然
的
な
関
係
は
な
い
。
多
く
の
官
吏
は
権
力
行
為
と
管
理
行
為
の
双
方
を
行

な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
区
別
か
ら
当
然
に
官
吏
が
分
類
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
管
理
的
官
吏
を
民
間
労
働
者
と
同
視
す
る
と
‘

郵
便
局
職
員
や
教
師
に
よ
る
争
議
が
適
法
と
な
り
重
大
な
不
都
合
が
生
ま
れ
る
、
と

o
z
gコ
。
F
毛
-nu--
勺
・
品
。
・
ォ
l
リ
ゥ
が
当
初
は
ラ
フ
エ

リ
エ

l
ル
の
理
論
を
継
承
し
て
い
た
も
の
の
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
以
来
、
二
分
論
を
否
定
し
た
こ
と
に
つ
き
、
百
一
理
格
「
行
政
に
よ
る
契
約

と
行
政
決
定
(
こ
」
法
学
四
七
巻
二
・
三
号
(
一
九
八
三
年
)
一

O
O
頁
以
下
、
同
「
行
政
に
よ
る
契
約
と
行
政
決
定
(
二
)
」
法
学
四
八
一
巻

二
号
(
一
九
八
四
年
)
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

ま
た
デ
ユ
ギ
イ
は
、
官
吏
を
公
役
務
の
運
営
に
恒
久
的
か
つ
通
常
に
参
加
す
る
者
と
定
義
し
、
職
務
内
容
は
こ
の
点
の
判
断
に
影
響
を
与
え

な
い
と
し
た
う
え
で
、
公
役
務
の
活
動
は
根
本
的
に
私
的
な
活
動
と
は
異
な
り
一
瞬
た
り
と
も
中
断
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

公
役
務
に
参
加
す
る
職
員
を
私
企
業
の
職
員
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
管
理
的
官
吏
の
争
議
が
適
法
と
な
る
点
を
批
判
す
る
。
ロ
E
，

加
E
F
F
8
・
S
J
司・

5oz--
な
お
、
デ
ユ
ギ
l
原
著
H
木
村
常
信
訳
『
公
法
変
遷
論
』
(
大
鐙
関
、
一
九
三
一

O
年
)
一
八
七
頁
以
下
参
照
。
デ
ユ
ギ
イ

~l: ii;54 (4・36)1132 
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の
権
力
行
為
管
理
行
為
二
分
論
批
判
に
つ
い
て
は
、
百
一
理
格
「
行
政
に
よ
る
契
約
と
行
政
決
定

2
3
」
法
学
四
八
巻
二
号
(
一
九
八
四
年
)
九

六
頁
以
下
参
照
。

近
時
で
は
リ
ユ
ズ
イ
エ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
権
力
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
は
難
し
く
、
さ
ら
に
こ
の
区
別
は
、
公
権
力
が
行
政
客
体

に
対
す
る
執
行
的
決
定
に
お
い
て
の
み
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
前
提
は
フ
ラ
ン
ス
公
法
の
エ
ス
プ
リ
に
反
す

る
こ
と
は
明
ら
か
、
と
。
〈
-
P
Eか
(0・Y
〉加
2
2
母
-
U
2
8
5
g
宮
z
a
c
m回目
E
g
a
g再開込町宮『明。ロロ同国
-uE
〈
常
国
ト
・
。
・

0
・』・・

3
a
o七
・
凶
凶

本
注
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
デ
ユ
ギ
ィ
と
ジ
ェ

l
ズ
の
指
摘
は
、
こ
の
よ
う
な
論
争
の
な
か
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
O
五
年

法
六
五
条
の
文
言
、
及
び
、
同
条
に
関
す
る
判
例
は
、
デ
ユ
ギ
ィ
ら
の
説
を
支
持
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
立
法
者
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が

ベ
ル
テ
ル
ミ
イ
の
官
吏
二
分
説
を
否
定
し
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
。
「
権
力
的
官
吏
」
で
あ
れ
「
管
理
的
官
吏
」
で
あ
れ
、
「
官
吏
」
で
は

あ
る
以
上
、
い
ず
れ
も
人
事
記
録
閲
覧
請
求
権
を
有
す
る
と
ベ
ル
テ
ル
ミ
イ
が
理
解
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
ベ
ル
テ

ル
ミ
イ
は
一
九
O
五
年
以
降
も
自
説
を
変
え
て
お
ら
ず
、
六
五
条
に
つ
い
て
の
叙
述
に
お
い
て
官
吏
の
分
類
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
〈

∞
呂
志

-gタ
毛
-
Q
F
-
唱
法
(
も
っ
と
も
、
一
九
一

O
年
に
改
訂
さ
れ
た
第
六
版
で
は
、
権
力
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
が
今
日
で
は
も
は
や
事

実
上
の
確
認
に
す
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
法
的
帰
結
を
も
た
ら
さ
な
い
と
し
て
い
た
。
〈
・
回

2
z
e
o
-
3
2・Y
4『
曲
目
応
定
呂
町
コ
百
円
白
色
白
色
司
C
X

包
'

S
E
E『aREOE--zo--M-AH・
し
か
し
、
第
一
一
版
で
は
二
分
説
に
戻
っ
て
い
る
)
。
と
は
い
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
は
権
力
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
を
否
定
し
、
官
吏
二
分
説
も
と
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
官
吏
の
勤
務
関
係
は
、
本
文
で
後
述
す
る
よ
う

に
、
法
令
規
律
関
係
説
で
決
着
す
る
。
結
局
、
ベ
ル
テ
ル
ミ
ィ
説
が
通
説
の
地
位
を
得
る
こ
と
は
な
く
、
権
力
的
官
吏
と
管
理
的
官
吏
の
区
別

は
何
ら
の
成
果
も
あ
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
-
。
『
ル
回
。

540司・
2ee
勺
-
E
0・
ι
n
E
E
E忌
『
切
手
-Y
〈

g
s
z
(』
-
A・)問問。
g
a
mヨ
開
門
(
ベ
)
〕
『
恒
国
同
称
号

ι『。宮白色
5
5
Z
H円同門戸吋
J

凶岨

--m
怠
-
-
F
・
O
-
0・』・・

3
唱∞・
-v
・
凶
少
〉
Zσ
〕『(』.，
y-Y
〉巴
σ〕『(』.，∞
-
y
r
g
E虫
m
q
m
(
0・)242--mFF【(〉
-
Y
U『O
昨色町一白

『o
z
E
S
E
E
G巴
タ
品
目
往
よ
り
由
--2・
NOSe
勺
・
会
-
し
た
が
っ
て
、
六
五
条
の
立
法
者
が
ベ
ル
テ
ル
ミ
イ
説
を
否
定
し
た
と
い
う
デ
ユ
ギ
ィ
と

ジ
ェ

l
ズ
の
説
は
、
結
果
と
し
て
判
例
の
見
解
と
一
致
す
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
神
谷
・
前
掲
書
一
一
六
頁
、
野
村
・
前
掲
金
百
三
二
一
頁
参

照
。
な
お
、
権
力
的
官
吏
と
管
理
的
官
吏
の
区
別
は
、
ド
イ
ツ
の
「
回
目
白
E
m」
と
「
〉
a
g
5
5
m」
、
「
〉
「
σ
2
8『
」
の
違
い
に
生
き
て
い
る
と
い

う
指
摘
が
あ
る
。
〈
-
乱
開
明
。
『
加
町
田
(
』
・
，
玄

Y
U『
昌
弘
刊
一
白
『
o
=
E
S
E
E
-モ
タ

M
m
E
J
司
己

-mL申

3
・可-一∞

jヒj土54(4・37)1133 



説

(
二
)
雇
員
・
労
務
員

jヒit54(4・38)1134 

一
九
O
五
年
法
六
五
条
制
定
当
時
か
ら
、
官
吏
の
他
に
非
正
規
職
員

(
E
m
O
2
5ロ

論

行
政
に
勤
務
す
る
職
員
は
官
吏
だ
け
で
は
な
い
。

(
山
)

か
豆
島
町
)
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
多
数
存
在
し
て
き
た
。
元
来
は
、
臨
時
的
例
外
的
で
緊
急
の
仕
事
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
あ
る
い
は
、

時
的
な
事
務
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
補
佐
的
人
員
で
、
そ
の
多
く
は
任
期
付
の
臨
時
採
用
で
あ
っ
た
。
職
員
群
に
組
み
込

ま
れ
な
い
点
で
官
吏
と
異
な
り
、
当
時
の
判
例
学
説
は
、
労
働
契
約
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
た
私
的
被
用
者

(
E
E臥
吉
正
問
)
と
す
る
こ
と

(
川
)

で
一
致
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
非
正
規
職
員
が
、

(
山
)

る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
「
雇
員
並
び
に
労
務
員
」
と
し
て
、
同
条
の
適
用
対
象
と
な

初
期
の
学
説
は
消
極
的
に
解
し
て
い
た
。
例
え
ば
ジ
ェ

l
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
六
五
条
の
立
法
者
は
、
官
吏
や
雇
員
と
い
っ
た

区
別
な
し
に
新
し
い
保
障
を
付
与
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
同
条
の
射
程
は
そ
こ
ま
で
広
く
は
な
い
。
公
官
庁
の
恒
久
的
職
員
群
に
属
し

て
い
な
い
臨
時
採
用
の
者
は
対
象
外
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
勤
務
評
定
が
な
さ
れ
て
人
事
記
録
や
個
人
の
特
徴
を
示
す
カ

l
ド
が
作
成
さ
れ
、

(
川
)

か
っ
、
昇
進
や
転
任
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
公
官
庁
の
恒
久
的
職
員
群
に
属
す
官
吏
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
。

デ
ユ
ギ
ィ
も
同
様
の
指
摘
を
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
六
五
条
の
「
一
雇
員
並
び
に
労
務
員
」
と
は
、
官
吏
で
は
あ
る
が
雇
員
や
労
務
員
が

(
川
)

通
常
な
す
と
こ
ろ
の
現
業
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
人
々
を
指
し
、
官
吏
以
外
の
職
員
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
強
調
す
る
。

判
例
も
一
九
二

0
年
代
半
ば
ま
で
は
否
定
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

目

5
8
p
m
m
p
-
喝
・
凶
叶
∞
・
)
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

一
九
一
四
年
の
ベ
シ
エ

l
ル
氏
判
決
(
内
・
開
-
-
M

。ョ町田

S
F
回

2
'

「
軍
当
局
は
原
告
に
い
か
な
る
公
務
も
与
え
て
い
な
い
。
彼
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
ま
っ
た
く
臨
時
的
な
も
の
で
、
彼
は
箪
で
実
際

に
遂
行
し
た
勤
務
時
間
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
手
当
の
請
求
権
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
る
と
、
原
告



は
六
五
条
が
対
象
と
す
る
官
吏
に
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
己

こ
の
判
決
に
つ
い
て
ド
ウ
ブ
リ
は
、
「
雇
員
並
び
に
労
務
員
」
と
い
う
文
言
が
「
官
吏
」
の
一
種
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

(
川
)

て
、
六
五
条
の
対
象
が
官
吏
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
す
る
。
デ
ユ
ギ
イ
の
説
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(
川
)

い
ず
れ
も
、
臨
時
の
職
員
へ
の
六
五
条
適
用
を
否
定
す
る
。

そ
の
後
、
次
に
見
る
一
九
二
六
年
判
決
ま
で
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
は
、

非
正
規
職
員
に
一
九
O
五
年
法
六
五
条
の
適
用
を
初
め
て
認
め
た
の
は
、

一
九
二
六
年
の
パ
ト
ゥ
ス
テ
ィ
夫
人
判
決
(
内
-
m
d
M
M
な
雪
-

S
N
A
T
富
田
伺
切
回
再
開
邑
・
岡
山
刊
n
・よ】・

2
・
0
・S
M

∞L
戸目
M
-
M
一w
L
5
8
E
Oロ〈
SEm・)
で
あ
る
。

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

(
事
案
)
パ
ト
ゥ
ス
テ
イ
夫
人
は
フ
ラ
ン
ス
領
西
ア
フ
リ
カ
で
臨
時
の
看
護
婦
に
採
用
さ
れ
、

補
佐

(
z
o
g
g
g
?胴
O
Z〈

0
3
2司
)
決
定
で
解
雇
さ
れ
た
。
(
判
旨
)
「
六
五
条
の
文
言
、
及
び
、
同
条
が
可
決
さ
れ
た
状
況
か
ら
す
れ

一
九
二
四
年
二
月
一
一
一
一
日
の
統
治
官

ば
、
立
法
者
は
同
条
に
一
般
的
な
射
程
を
付
与
し
、
あ
ら
ゆ
る
官
吏
及
ぴ
雇
員
に
つ
き
、
そ
の
所
属
す
る
官
庁
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
れ
、
同
条
が
確
保
す
る
と
こ
ろ
の
保
障
を
享
受
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
(
中
略
)
(
*
原
告
)
が
ワ
ガ
ド
l
グ
!
の
病
院
で
看
護

婦
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
オ
l
ト
・
ボ
ル
タ
植
民
地
に
採
用
さ
れ
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
彼
女
は
六
五
条
が
適
用
さ
れ
る
職
員

の
範
障
に
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

六
五
条
の
文
言
と
立
法
者
意
思
を
根
拠
に
そ
の
人
的
射
程
を
広
く
と
ら
え
、
従
前
と
異
な
り
、
臨
時
の
職
員
に
も
同
条
の
適
用
を
認
め
た

(
凶
)

こ
の
判
決
は
、
今
日
で
は
、
非
正
規
職
員
に
も
六
五
条
の
適
用
を
認
め
る
判
例
の
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ケ

1
ス
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の

判
決
で
な
ぜ
判
例
が
変
更
さ
れ
た
の
か
、
原
告
が
官
吏
あ
る
い
は
非
正
規
職
員
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
、
判
決
文
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
二

jヒi去54(4・39)1135 



A見

つ
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

~l: ìt;54 (4・40)1136

論

ま
ず
、
ビ
ヤ
ン
ヴ
ニ
ユ
エ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
私
法
契
約
で
雇
用
さ
れ
た
者
に
も
六
五
条
の
適
用
を
認
め
た
本
判
決
は
、
私
法
契
約

官
吏
の
可
能
性
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
判
例
は
官
吏
関
係
を
公
法
上
の
も
の
と
し
つ
つ
、
そ
の
法
的
地
位
か
ら
契
約
的
要
素
、
と

り
わ
け
個
別
の
合
意
に
よ
る
官
吏
身
分
の
変
更
可
能
性
を
極
力
排
除
し
て
き
た
。
本
判
決
は
こ
の
よ
う
な
非
常
に
明
瞭
な
見
解
を
い
く
ら
か

つ
ま
り
ピ
ヤ
ン
ヴ
ニ
ユ
エ
は
、
六
五
条
の
対
象
が
官
吏
の
み
で
あ
る
と
い
う
従
前
の
判
例
を
前
提
と
し
、
同

不
明
瞭
な
も
の
に
す
る
、
と
。

条
の
適
用
を
臨
時
の
私
法
契
約
職
員
に
も
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
者
を
も
官
吏
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
と
理
解
し
、
そ
の
意
味
で
判

例
が
変
更
さ
れ
た
と
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
官
吏
関
係
の
法
的
性
質
に
つ
き
首
尾
一
貫
し
た
法
理
を
形
成
す

る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
か
っ
、
契
約
官
吏
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
官
吏
の
争
議
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
重
大
な
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る

(
山
)

こ
と
を
懸
念
す
る
。

こ
れ
に
対
し
ド
ゥ
ブ
リ
は
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
、
ピ
ヤ
ン
ヴ
ニ
ユ
エ
の
見
解
を
批
判
す
る
。
原
告
と
行
政
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
期
限
付

(
印
)

の
契
約
は
私
法
上
の
そ
れ
で
あ
る
。
官
吏
関
係
は
契
約
関
係
で
は
な
く
、
法
令
規
律
関
係
(
岳
E
E
O
ロ
∞

E
C
E
5
2
尽
注
目

E
S
E
B
)
で
あ

る
。
ま
た
、
恒
久
的
に
勤
務
す
る
こ
と
が
官
吏
の
重
要
な
要
件
で
あ
る
以
上
、
臨
時
採
用
の
原
告
に
官
吏
資
格
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

(
凶
)

は
で
き
な
い
。
本
判
決
は
官
吏
関
係
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
判
例
を
変
更
し
た
の
で
は
な
く
、
官
吏
で
は
な
い
非
正
規
職
員
を
も
六
五
条
の

対
象
に
含
め
た
点
が
新
し
い
の
だ
が
、
本
判
決
に
つ
き
六
五
条
の
文
言
自
体
か
ら
は
い
か
な
る
反
論
も
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
ら

ゆ
る
文
武
官
吏
」
と
い
う
文
言
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
明
快
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
官
吏
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
「
雇
員

並
び
に
労
務
員
」
と
い
う
、
必
ず
し
も
精
確
と
は
い
い
難
い
表
現
を
別
個
挿
入
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
、
官
吏
だ
け
で
は
な
く
非
正
規
職
員
に
も
人
事
記
録
閲
覧
請
求
権
を
認
め
る
の
が
立
法
者
意
思
だ

か
ら
で
、
パ
ト
ゥ
ス
テ
ィ
夫
人
判
決
は
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
。
ド
ゥ
ブ
リ
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
従
来
の
判
決
の
埋



(
間
)

解
こ
そ
が
強
く
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
し
た
。

パ
ト
ゥ
ス
テ
ィ
夫
人
判
決
以
降
、
任
用
の
臨
時
性
を
理
由
に
非
正
規
職
員
へ
の
六
五
条
適
用
を
否
定
す
る
判
決
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の

点
、
一
九
四
九
年
の
ク
ラ
ヴ
ェ
ル
嬢
判
決
(
内
・
?
ム
ロ

2
・
3
K
3・
z=白
色
里
丘

-pn・
戸
℃
・
手
間
・
)
が
明
快
で
あ
る
。

「
(
*
六
五
条
の
)
保
障
の
享
受
は
、
官
吏
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
役
務
の
あ
ら
ゆ
る
職
員
に
つ
き
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
臨
時
で
採
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
理
由
で
市
町
村
長
秘
書
が
こ
の
保
障
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」

他
方
、
官
吏
関
係
の
法
的
性
質
に
つ
き
、
判
例
は
若
干
の
動
揺
を
経
た
後
、

一
九
三
七
年
の
ミ
ネ
ル
嬢
判
決
(
内
・
向
い
M

。2
・
3
当
咽
豆
庁

フランスにおける公務員の不利訴処分手続 (2) 

冨
百
包
同
0・岡山
m
p
-
目u
・
∞
ム
デ

nEn--戸
倍
加
『

g
m
0・
0
・
・
右
凶
∞

-E-同

v
・品。唱

nEn--己
。
同
町
出
回
目
ロ

B
Bロ唱

m・
o-戸
目
。
凶
∞
唱

8
コ
門
戸
よ
口
。
同
町
忌
Nm-
∞
-
e
3
h
H
0
・
自
@

(
凶
)
(
凶
)

唱
・
己

-ngn-:)
に
お
い
て
法
令
規
律
関
係
と
す
る
こ
と
で
決
着
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ド
ゥ
ブ
リ
の
見
解
が
判
例
と
一
致
す
る
。

(
印
)

四
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
非
正
規
職
員
増
加
を
受
け
、
一
九
三
0
年
代
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
も
官
吏
に
類
似
の
身
分
規
程
が

制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
内
容
か
ら
、
私
的
被
用
者
と
は
み
な
し
得
な
い
よ
う
な
者
も
一
部
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
判
例
に
も
、

(
問
)

六
五
条
の
適
用
を
認
め
る
理
由
と
し
て
、
当
該
職
員
が
「
国
家
と
の
聞
に
行
政
上
の
関
係
を
有
す
る
」
こ
と
や
、
「
公
法
契
約
に
よ
っ
て
統

(

印

)

(

即

)

(

肌

)

治
領
に
結
び
付
け
ら
れ
た
職
員
」
、
あ
る
い
は
、
「
公
官
庁
の
職
員
」
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
公
務
員
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
も
の
が
登
場
す
る

つ
ま
り
、
判
例
は
、
官
吏
で
は
な
い
が
私
的
労
働
者
で
も
な
い
、
非
正
規
の
公
務
員
と
い
う
新
し
い
職
員
範
曙
を
承
認
し
、

~l: i去 54(4 ・ 4 1) 1137 

よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
者
を
六
五
条
の
「
雇
員
並
び
に
労
務
員
」
と
し
て
、
同
条
の
適
用
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

(辺

)

(

m

)

け
て
非
正
規
職
員
身
分
規
程
が
さ
ら
に
増
加
す
る
と
、
こ
の
傾
向
は
一
層
は
っ
き
り
す
る
。

一
九
四
O
年
か
ら
一
九
五
O
年
に
か

判
例
の
趨
勢
に
鑑
み
る
と
、
六
五
条
の
「
雇
員
並
び
に
労
務
員
」
に
つ
き
、
官
吏
で
は
な
い
け
れ
ど
も
国
等
と
「
行
政
上
の
関
係
を
有
す



説

る
者
」
、

つ
ま
り
「
官
吏
以
外
の
公
務
員
」
の
み
を
指
す
と
い
う
解
釈
が
、
リ

l
デ
イ
ン
グ
・
ケ

l
ス
は
不
明
だ
が
、
遅
く
と
も
一
九
五
O

北法54(4・42)1138 

論

年
代
に
は
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
を
裏
付
け
る
説
示
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ギ
ユ
ル
ド
ネ
政
府
委
員
は
一
九
五
七
年
の
あ
る

判
決
の
論
告
で
、
「
六
五
条
が
定
め
る
事
前
の
人
事
記
録
閲
覧
の
射
程
は
非
常
に
一
般
的
で
、
当
該
職
員
の
職
務
に
鑑
み
、
国
あ
る
い
は
そ

(
胤
)

の
他
の
公
共
団
体
と
の
聞
に
行
政
上
の
関
係
を
有
す
る
人
々
す
べ
て
に
同
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
の
が
」
判
例
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ア

モ
ン
も
同
年
に
、
「
六
五
条
に
つ
い
て
非
常
に
広
い
適
用
範
囲
を
認
め
て
き
た
判
例
に
照
ら
せ
ば
、
官
吏
の
身
分
を
有
し
て
お
ら
ず
、
い
か

(
印
)

な
る
懲
戒
上
の
保
障
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
公
務
員
で
さ
え
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
同
条
が
適
用
さ
れ
る
」
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
判
例
学
説
は
、
非
正
規
職
員
を
私
的
被
用
者
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
一
九
二
六
年
に
下
さ
れ
た
パ
ト
ゥ
ス
テ
イ
夫
人
判
決
は
、
私
法
契
約
職
員
に
も
六
五
条
の
適
用
を
肯
定
し
た
と
理
解
さ
れ
た
の

(
別
)

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
の
判
例
は
、
六
五
条
の
適
用
を
公
務
員
に
限
っ
て
い
る
か
ら
、
行
政
に
勤
務
す
る
者
で
あ
っ
て
も
公
務
員
で
は

な
い
者
、

つ
ま
り
私
法
契
約
職
員
に
は
、
同
条
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
明
示
的
に
述
べ
る
判
決
は
見
当
ら
な
い

(
印
)

が、

I
・
M
-
オ
l
ビ
ィ
等
が
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
お
り
、
先
の
ギ
ユ
ル
ド
ネ
論
告
や
ア
モ
ン
の
説
示
か
ら
も
伺
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
す

る
と
、
今
日
の
判
例
は
、
論
理
的
に
は
パ
ト
ゥ
ス
テ
ィ
夫
人
判
決
よ
り
も
六
五
条
の
人
的
射
程
を
狭
め
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
実
際
に
は

六
五
条
の
受
益
者
は
増
加
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
判
例
は
公
務
員
の
資
格
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
拡
張
す
る
方
向
で
推
移
し
て
き
た
か
ら

(
郎
)

で
あ
る
。

以
上
の
判
例
か
ら
以
下
の
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

る
こ
と
は
せ
ず
、
六
五
条
の
「
雇
員
並
び
に
労
務
員
」
か
ら
私
法
契
約
職
員
を
除
外
す
る
。
そ
し
て
、

し
た
ヴ
ア
ン
タ
ン
氏
・
ア
フ
ォ
ル
テ
ィ
氏
判
決
の
シ
ヤ
ル
ド
ォ
論
告
が
、
公
務
員
で
あ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
と
し
て
六
五
条
の
適
用

(m) 

が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
点
を
想
起
す
れ
ば
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
人
事
記
録
閲
覧
手
続
を
公
務
員
制
度
に
お
い
て
特
に
必
要
と
さ

一
九

O
五
年
法
六
五
条
の
文
言
を
最
大
限
に
広
く
理
解
す

一
九
五
四
年
に
公
務
員
概
念
を
拡
張



(
川
)
今
日
の
学
説
は
、
非
正
規
職
員
を
補
助
職
員

2
5
5弓
刊
)
や
契
約
職
員
(
島
m
m
z
g
=
5
2
5
3
等
に
分
類
す
る
が
(
序
章
第
二
節
三
六
頁
参

照
)
、
当
時
は
非
正
規
職
員
一
般
を
「
補
助
職
員
」
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
〈
-
O
Z
将
司
・
)
師
向
。
$
3
5
3
Y
司
『
包
忠
号
U
S
F
円
〉
【
】
E
S
E
E
R
-

E
V
E
8
0
色
O
N
-
-
3
M
岨
唱
・
斗
畠
・
本
稿
で
は
、
便
宜
上
す
べ
て
非
正
規
職
員
と
称
す
。

(
山
)
序
章
第
二
節
四
O
真
、
及
び
、
拙
稿
「
公
務
員
制
度
の
射
程
」
川
上
宏
二
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
情
報
社
会
の
公
法
学
』
(
信
山
社
、
二

O
O
二
年
)
(
以
下
、
「
拙
稿
・
「
射
程
」
」
)
五
四
頁
以
下
参
照
。

(
川
)
一
雇
一
員
と
労
務
員
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
「
は
じ
め
に
」
二
三
頁
注
(
日
)
参
照
。

(
川
)
』
W
N
P
2
2
0出品開』
E
6
2
m
H
S
F
岳・

2
3
司
・
吉
凶
官
吏
概
念
に
つ
い
て
の
ジ
ェ

l
ズ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
射
程
」
六
O
頁
参

n
u
u
o
 

(川

)
u
a
E
F
8・
2
・咽唱・

5
M・
官
吏
概
念
に
つ
い
て
の
デ
ユ
ギ
ィ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
射
程
」
五
九
頁
以
下
参
照
。

(川

)
u
s
q・
8
・
2
・岨同
y
M
U
m
Z
:
こ
れ
に
対
し
オ
l
リ
ゥ
は
、
六
五
条
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
公
職
従
事
が
前
提
で
あ
る
と
し
て
こ
の
判
決
を
引

用
す
る

O

〈
-
z
gュ2
・0
唱・

2
・七・斗

3
・

(
川
)
《
リ
・
開
J

志
向
同
庁
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2
0・
冨
自
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0
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0
弓
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N
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)
望
。
5
r
f
g
R
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V
E
P
E
O
2
・
3
∞
少
。
・
同
国

-rF由品目
E
5
-一二
n
r
-
E
I
O
c
m
p
〉・』・
0
・〉・・

3
∞
叶
・
司
会
与
・

(
山
)
凶
ぽ
ロ

dkg口町(同
F
Y
ロ
2
0
印E
『《
U
-
m
e
N
N
』曲目〈--唱い山少。吉岡四回忌同町田
C
・O
・-
3
N
∞場回目
F

勺
-
N
u
a
m
-
-

(
印
)
前
注
(
山
)
参
照
。

(
凶
)
当
時
に
お
け
る
判
例
学
説
上
の
官
吏
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
射
程
」
五
七
頁
以
下
参
照
。
と
り
わ
け
、
任
用
の
恒
久
性
が
官
吏

た
る
こ
と
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
同
五
九
頁
参
照
。

(問

)
u
s
a・0
℃・

2
f目
M
M
J『
刊

Z
:

(
悶
)
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
九
O
九
年
の
著
名
な
ヴ
ア
ン
ケ
ル
氏
・
ロ
ズ
イ
エ
氏
判
決

れ
る
公
法
上
の
規
制
と
位
置
付
け
た
、
と
。

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

(
前
述
)

で
契
約
説
を
採
用
し
て
い
た
が
、
ミ
ネ
ル
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名
誉
官
吏
(
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名
誉
官
吏
へ
の
一
九
O
五
年
法
六
五
条
適
用
可
否
に
関
す
る
最
初
の
事
件
は
、
名
誉
司
法
官
(
ヨ
名
目

E円

E
S
E
B
)
が
問
題
と
な
っ

た
一
九
三
二
年
の
ル
・
ス
コ
ル
ヌ
氏
判
決
で
あ
る
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名
誉
司
法
官
に
つ
い
て
定
め
る
当
時
の
法
令
は
、
品
位
あ
る
職
務

遂
行
を
名
誉
職
付
与
の
要
件
と
し
、
名
誉
職
を
得
た
者
に
は
、
公
的
行
事
へ
の
出
席
権
、
そ
の
際
の
法
服
着
用
権
、
さ
ら
に
、
二
疋
の
裁
判

特
権
(
℃
号
忘
官
庁
』

Z
E
5
5ロ
)
を
認
め
て
い
た
。
た
だ
、
名
誉
職
認
定
は
恩
恵
的
な
も
の
で
、
現
役
司
法
官
に
名
誉
職
請
求
権
が
認
め

(
出
)

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
右
の
法
令
に
懲
戒
や
名
誉
職
剥
奪
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
く
、
事
件
の
争
点
は
、
現
役
司
法
官
の
懲
戒
規
定

が
名
誉
司
法
官
に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

フランスにおける公務員の不利益処分手続(2 ) 

つ
ま
り
原
告
ル
・
ス
コ
ル
ヌ
氏
は
、
名
誉
職
剥
奪
の
権
限
が
、
現
役
司
法
官
に
対
す

(
凶
)

る
懲
戒
処
分
と
同
じ
く
、
司
法
官
職
高
等
評
議
会

(
n
s
s
-
E
1
a
m
R
号

E

Z晶
Z
S
E
S
)
の
設
置
す
る
懲
戒
裁
判
所
に
属
す
る
と
し
、

手
続
k
の
暇
庇
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

エ
ト
リ
政
府
委
員
は
大
要
以
下
の
よ
う
に
論
告
し
た
。
名
誉
司
法
官
は
、
か
つ
て
所
属
し
て
い
た
職
員
群
と
一
定
の
関
係
を
保
持
し
て
い

る
。
単
な
る
元
司
法
官
と
は
異
な
り
、
官
職
と
の
関
係
が
完
全
に
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
名
誉
職
付
与
と
い
う
優
遇
措
置
が

認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
、
名
誉
職
取
消
し
と
い
う
統
制
を
受
け
る
。
こ
の
措
置
は
名
誉
司
法
官
の
倫
理

逸
脱
を
制
裁
す
る
た
め
の
唯
一
の
懲
戒
手
段
で
あ
る
。
名
誉
職
付
与
が
恩
恵
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
裏
返
し
で
あ
る
取
消
し
も
当
局

の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
現
役
司
法
官
に
認
め
ら
れ
る
手
続
保
障
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
一
九
O
五
年
法
六
五
条
が

あ
る
か
ぎ
り
、
記
録
閲
覧
手
続
だ
け
は
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
例
に
よ
っ
て
適
用
範
囲
を
拡
張
さ
れ
て
き
た
六
五
条
は
、
懲
戒
に
関
す

る
基
本
的
な
保
障
シ
ス
テ
ム
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
。
エ
ト
リ
は
さ
ら
に
、
特
に
明
文
の
根
拠
な
く
弁
明
手
続
の
履
践
を
義
務
づ
け
た
前
述
の

(
凶
)

一
九
O
三
年
ル
ド
コ
ウ
ス
キ
大
佐
判
決
を
引
用
し
、
同
判
決
の
解
決
と
六
五
条
か
ら
判
例
が
導
き
出
し
た
保
障
は
両
立
す
る
か
ら
、
「
貴
下
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説

(
*
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
)
が
こ
の
点
(
*
六
五
条
を
根
拠
と
す
る
点
)
に
疑
問
で
あ
れ
ば
、
法
律
の
明
文
規
定
を
参
照
す
る
必
要
は
な
い
」

と
し
た
。

論

(
判
旨
)
「
一
八
一

O
年
七
月
六
日
の
デ
ク
レ
に
よ
れ
ば
、
控
訴
院
の
院
長
お
よ
び
評
定
官
は
、
退
職
す
る
際
、
デ
ク
レ
に
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
名
誉
院
長
(
官
室
号

E
E
B
E同
町
)
も
し
く
は
名
誉
評
定
官

(
n
s
s
z
R
Z
S
Eお
)
の
資
格
を
獲
得
し
、
か
っ
、
そ
の
身

分
に
伴
う
名
誉
と
特
典
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
か
な
る
法
令
の
明
文
規
定
も
、
現
役
勤
務
の
司
法
官
に
関
す
る
懲
戒
権

を
司
法
官
職
高
等
評
議
会
に
付
与
す
る
一
八
八
三
年
八
月
一
一
一
O
日
の
法
律
一
四
条
の
条
項
を
名
誉
司
法
官
に
適
用
す
る
こ
と
を
定

め
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
九
二
九
年
三
月
二
四
日
の
本
件
デ
ク
レ
は
、
原
告
に
よ
る
防
御
手
段
表
明
を
経
て
い
る
以
上
、

一
九
一
六
年
一

O
月
一
八
日
の
デ
ク
レ
で
付
与
し
た
名
誉
職
を
適
法
に
剥
奪
で
き
る
よ

こ
の
判
決
は
、
名
誉
職
剥
奪
に
際
し
て
相
手
方
に
防
御
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
が
一
九
O
五
年
法
六
五

(
胤
)

条
に
あ
る
の
か
否
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
見
方
が
あ
り
う
る
。
第
一
は
、
名
誉
官
吏
は
官
吏
で
も
公

務
員
で
も
な
い
た
め
に
六
五
条
の
適
用
は
否
定
さ
れ
た
が
、
不
文
の
法
原
理
に
よ
っ
て
防
御
の
機
会
保
障
が
求
め
ら
れ
た
と
す
る
見
方
で
あ

る
。
第
二
は
、
名
誉
司
法
官
に
官
吏
あ
る
い
は
公
務
員
の
資
格
が
肯
定
さ
れ
、
か
っ
、
名
誉
職
剥
奪
が
懲
戒
処
分
の
一
種
と
さ
れ
て
、
六
五

条
が
適
用
さ
れ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

ボ
ナ
l
ル
は
、
判
決
文
が
名
誉
官
吏
の
官
吏
性
を
明
示
し
て
い
な
い
以
上
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
第
一
の
見
解
に
依
拠
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
と
す
る
。
日
く
。
本
判
決
は
当
該
処
分
を
官
吏
に
対
す
る
懲
戒
処
分
と
は
し
な
か
っ
た
た
め
、

の
で
は
な
く
、
同
条
が
発
想
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
の
不
文
の
法
原
理
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
被
疑
者
に
は
防
御
手
段
を
表
明
す
る
権
利
が

一
九
O
五
年
法
六
五
条
を
適
用
す
る
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認
め
ら
れ
る
と
い
う
原
理
を
承
認
し
た
。
本
判
決
は
、
官
吏
懲
戒
に
関
す
る
行
政
法
上
の
原
理
、
つ
ま
り
人
事
記
録
閲
覧
手
続
原
理
の
単
純

か
つ
純
粋
な
適
用
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
原
理
の
正
当
な
適
用
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
彼
は
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
す

る
が
、
三
つ
の
理
由
か
ら
、
第
二
の
見
解
を
と
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

ま
ず
、
名
誉
職
は
、
退
職
官
吏
が
所
属
し
て
い
た
公
役
務
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
授
与
さ
れ
る
も
の
で
、
裁

判
特
権
等
の
よ
う
な
職
務
関
連
利
益
の
付
与
は
、
名
誉
官
吏
に
官
吏
の
資
格
が
あ
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
誉
官
吏
と

は
、
現
役
官
吏
と
は
異
な
る
特
別
な
範
曙
の
官
吏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
名
、
誉
官
吏
は
職
務
を
遂
行
し
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
決
定
的
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
待
命
中
の
官
吏
(
含
ロ
n
E
O
ロ
ロ
包
お
ロ
g
'
R号
忘
)
の
よ
う
に
、
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
な
く
官
吏
の
資
格
を
保
持
す
る

者
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

フランスにおける公務員の不利益処分手続 (2) 

次
に
、
名
誉
官
吏
は
職
務
を
遂
行
し
な
い
が
、
彼
ら
の
行
為
が
懲
戒
事
由
た
る
非
違
行
為
に
値
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現

役
官
吏
に
よ
る
職
務
外
で
の
信
用
失
墜
行
為
も
非
違
行
為
と
さ
れ
る
が
、
名
誉
官
吏
も
同
じ
こ
と
を
犯
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
司
法
官
職
高
等
評
議
会
に
よ
る
懲
戒
裁
判
手
続
は
特
別
な
例
外
的
制
度
で
、
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
履
践
の
必
要
は
な
い
。

法
文
上
、
こ
の
制
度
の
適
用
は
現
役
司
法
官
に
限
ら
れ
て
お
り
、
現
役
司
法
官
で
は
な
い
名
誉
司
法
官
は
、
そ
の
対
象
外
で
あ
る
。
名
誉
司

法
官
に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
特
別
の
明
文
規
定
が
な
く
て
も
あ
ら
ゆ
る
官
吏
に
適
用
さ
れ
る
普
通
懲
戒
法
(
舎
。

=
S
E
B
E
e
s
-
-ロ
呂
町
)

だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
懲
戒
裁
判
所
や
懲
戒
審
議
会
の
関
与
は
不
要
だ
が
、
絶
対
的
に
一
般
的
な
射
程
を
有
す
る
六
五
条
は
、
あ
ら

ゆ
る
官
吏
に
対
す
る
す
べ
て
の
懲
戒
処
分
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ボ
ナ
i
ル
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
六
五
条
の
基
盤
と
な
る
不
文
の
法
原
理
を
適
用
し
た
点
を
肯
定
的
に
評
価
は

(
凶
)

す
る
も
の
の
、
彼
自
身
の
見
解
と
し
て
は
、
六
五
条
の
適
用
を
肯
定
す
べ
き
と
主
張
す
る
。

他
方
、
ジ
ェ

l
ズ
は
先
の
第
一
の
見
解
に
基
づ
き
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

北法54(4・47)1143 



説

ま
ず
、
官
吏
身
分
は
公
役
務
の
能
率
的
運
営
の
た
め
に
付
与
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
本
質
は
実
際
に
公
役
務
の
運
営
に
協
力
し
て
い
る
個

人
と
い
う
点
に
あ
る
。
名
誉
官
吏
は
そ
の
資
格
を
恩
与
さ
れ
た
個
人
と
し
て
特
別
の
身
分
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
退
職
に
よ
っ
て
公
役
務
を

論

最
終
的
に
離
れ
て
お
り
、
官
吏
身
分
の
保
持
者
と
は
い
え
な
い
。
名
誉
職
の
付
与
は
、
そ
の
人
が
品
位
を
も
っ
て
職
務
を
遂
行
し
た
官
吏
で

あ
る
こ
と
の
公
証
に
過
ぎ
な
い
。

次
に
、
懲
戒
制
度
の
目
的
は
公
役
務
運
用
の
確
保
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
懲
戒
制
度
の
保
障
を
受
け
る
た
め
に
は
、
相
手
方
が
公
役
務

の
運
営
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
か
ら
、
公
役
務
を
離
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
固
有
の
意
味
で
の
懲
戒
処
分
は
あ
り
え
な
い
。

た
し
か
に
、
名
誉
官
吏
が
犯
罪
等
に
よ
っ
て
そ
の
名
声
を
汚
し
た
場
合
、
処
分
庁
側
に
は
こ
の
公
証
を
取
り
消
す
権
利
も
し
く
は
義
務
が
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
名
誉
官
吏
が
公
役
務
に
所
属
し
て
い
な
い
以
上
、
公
証
の
取
消
し
は
、
単
に
一
個
人
か
ら
名
誉
と
い
う
利
益
を
剥
奪
す
る

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
公
役
務
か
ら
相
手
方
を
排
除
す
る
懲
戒
処
分
で
は
な
い
か
ら
、
一
九
O
五
年
法
六
五
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。

(
附
)

と
は
い
え
、
名
誉
職
剥
奪
は
相
手
方
に
と
っ
て
は
正
式
な
糾
弾
措
置
で
あ
り
、
小
さ
く
な
い
金
銭
的
損
害
を
も
た
ら
す
。
事
前
に
防
御
を

表
明
さ
せ
る
手
続
を
経
る
こ
と
な
し
に
処
分
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

ジ
ェ

1
ズ
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
が
弁
明
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
な
し
に
は
糾
弾
た
る
処
分
を
発
動
さ

(
川
山
)

れ
な
い
と
い
う
、
公
法
上
の
一
般
原
理
に
依
拠
す
る
も
の
と
整
理
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ェ

l
ズ
の
見
解
、
そ
し
て
、
先
に
見
た
ボ
ナ

l
ル

(
川
町
)

の
本
判
決
に
対
す
る
位
置
づ
け
に
は
、
後
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
が
確
立
し
た
防
御
権
の
法
理
の
萌
芽
を
見
出
だ
し
う
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
自
身
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
ェ
ト
リ
論
告
は
、
ボ
ナ
|
ル
と
ジ
ェ

i
ズ
の
い
ず

四れ
の
見
解
も
と
り
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
見
解
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

一
九
三
六
年
六

月
一
七
日
の
ゴ
テ
イ
エ
氏
判
決
(
内
・
戸
コ
」
巴
ロ
這
凶
少
。

E
E
m『咽
mmp-
℃・

2
P
)

る
名
誉
職
剥
奪
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

は
、
名
誉
主
任
査
察
官
(
宮
田
宮
n
B
R
ヨ
ロ
ロ
宮
-
)
に
対
す

~l:法54(4 ・ 48)1144 



(
判
旨
)
「
い
か
な
る
法
令
の
条
文
も
、
名
誉
主
任
査
察
官
に
つ
き
懲
戒
審
議
会
が
介
在
す
る
こ
と
を
定
め
て
お
ら
ず
、
か
っ
、

九
O
五
年
四
月
一
一
一
一
日
の
法
律
六
五
条
も
名
誉
官
吏
へ
の
適
用
を
定
め
て
い
な
い
。
(
中
略
)
ゴ
テ
イ
エ
氏
が
、
自
己
を
責
め
る
事

実
の
一
部
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
(
中
略
)
彼
は
自
己
に
対
す
る
他
の
処
分
理
由
に
つ
き
防
御
手
段
を
表
明
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
処
分
理
由
は
名
誉
職
剥
奪
を
根
拠
付
け
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」

こ
の
判
決
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
六
五
条
の
適
用
を
否
定
し
つ
つ
も
防
御
機
会
の
保
障
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

フランスにおける公務員の不利議処分手続 (2) 

る
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ェ

l
ズ
の
見
解
に
従
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
防
御
権
の
法
理
を
確
立
し
た
一
九
四
四
年
の
ト
ロ
ン
ピ
エ

H
グ
ラ
ヴ
ィ
エ
未

(ω) 

亡
人
判
決
の
シ
ユ
ノ
論
告
は
、
こ
の
判
決
を
不
文
の
手
続
法
理
を
認
め
る
先
例
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
今
日
で
は
、
ト
ロ
ン
ピ
エ

H
グ
ラ
ヴ

(
削
)

イ
エ
未
亡
人
判
決
及
び
一
九
四
六
年
の
ア
ラ
ミ
ユ
氏
判
決
と
同
一
の
基
盤
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
先
の
ル
・
ス
コ
ル
ヌ
氏
判
決
と
と
も
に
、

(
問
)

防
御
権
の
法
理
を
確
立
し
た
判
例
の
先
駆
的
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(
川
)
現
行
官
吏
法
は
、
名
誉
職
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
退
職
を
認
め
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
官
吏
は
、
少
な
く
と
も
公
役
務
を
二
十
年
間
遂
行
し
た
こ
と
を
条
件
に
、
そ
の
官
等
あ
る
い
は
官
職
に
お

け
る
名
誉
職
(
吉
田
宮
自
己
)
に
就
く
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
名
誉
職
の
付
与
は
、
当
該
官
吏
の
勤
務
の
質
を
理
由
に
、
退
職
時
に
、
退
職
承
認
を
申
し
渡
す
機
関
に
よ
っ
て
、
理
由
を
付
し
た

決
定
に
よ
り
、
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
名
誉
職
が
、
職
団
排
除
後
の
行
動
の
内
容
に
よ
り
、
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

文
化
的
、
科
学
的
ま
た
は
研
究
上
の
活
動
を
除
く
私
的
営
利
活
動
を
行
う
に
際
し
、
名
誉
職
を
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
(
国
家
公
務

の
身
分
規
程
に
関
す
る
一
九
八
四
年
一
月
一
一
日
の
法
律
(
官
吏
法
第
E
部
)
七
一
条
)
。

(
凶
)
一
八
一

O
年
七
月
六
日
の
デ
ク
レ
七
七
条
、
一
九
二
四
年
六
月
一
六
日
の
法
律
一
一
一
一
条

北法54(4・49)1145 



説

(
叫
)
司
法
官
職
高
等
評
議
会
に
よ
る
懲
滅
裁
判
に
つ
い
て
は
、
「
は
じ
め
に
」
七
頁
、
同
二
三
頁
注
(
必
)
、
序
章
第
一
節
二
八
頁
参
照
。

(
凶
)
本
章
本
節
本
款
第
一
項
(
二
)
参
照
。

(
凶
)
な
お
、
ジ
ヤ
ノ
ォ
と

J
.
M
-
オ
l
ピ
ィ
は
、
ル
・
ス
コ
ル
ヌ
氏
判
決
を
六
五
条
が
名
誉
官
吏
に
も
適
用
さ
れ
た
例
と
し
て
引
用
す
る
。

』

0
8
5
2・
0℃・

2
3
目yg-
〉ロ

S
-
G・
S
・-
-
v
-
M
∞
・
)
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
ジ
ャ
ノ
ォ
は
同
判
決
の
解
決
に
つ
い
て
明
文
上
の
根
拠
が
実
は

明
確
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
お
り

(
r
S
S
E
-
8・
C
F
・-u
・
∞
一
て
ま
た
、
ル
ド
コ
ウ
ス
キ
大
佐
判
決
と
並
べ
て
、
明
文
の
規
定
が
な
い
と
こ
ろ

で
一
般
原
理
を
適
用
し
た
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
も
し
て
い
る
た
め
(
ま
子
同
Y

己
品
開

Z
:て
そ
の
真
意
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
旧
)
回
。

=Ea(m-Y
ロ
。
円
四
由
民
の
・
開
ニ
ご
口
広
・

3
凶ケ
F
伺∞

S
S
R
-
∞
--SUM--回目場司・皆目
Z
:

(
川
)
ジ
ェ

l
ズ
に
よ
れ
ば
、
金
融
会
社
等
の
取
締
役
会

(
g
E
5
-
q
&
2
2
5
5
=
)
は
、
顧
客
に
対
す
る
信
用
を
高
め
る
た
め
に
高
級
名
誉
官
吏

を
採
用
し
た
が
る
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
点
で
名
誉
職
の
付
与
は
金
銭
的
に
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
す
る
。
忌

N
m
s
-
Y
5
8
田
宮
内
・
開
J

凶

』ロロ・

3
2・F
白

ω
S
E
a
-
m・
o
-
P
E凶ア
M
Y

凶∞ふ

(即

)
F
E・問
y
u
g
m
Z
:

(
川
)
本
章
第
二
節
第
二
款
第
一
項
参
照
。

(
則
)
円
U
E
m
ロ
O
F
Bロn--
∞
貨
の
・
開
--ug巳
3
主

E

・7
向
宮
町
〈
叩
己
〈
刊
叶
円
。
ョ
ヨ
R

，。s
i
o
F
P
-
E
U七・凶凶申・

(
即
)
本
章
第
二
節
第
二
款
第
一
項
参
照
。
そ
の
後
の
向
旨
例
と
し
て
、
【

um-M岱曲三・
3
凶
a-
豆島町田町・嗣

Na--唱
・
コ
一

(
則
)
富
島
百
ι
U
町田加号∞

E
Z
P
O℃
-nF
勺
・
志
N
・
な
お
、
磯
部
力
「
行
政
手
続
に
お
け
る
防
御
権
の
保
障
」
『
フ
ラ
ン
ス
判
例
百
選
』
(
有
斐
閣
、

一
九
六
九
年
)
八
一
頁
参
照
。

~b. 
白岡
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